
議案第１９８号参考資料 

１ 管理を行わせる公の施設の概要 

(1) 名称 井田老人デイサービスセンター 

(2) 所在地 川崎市中原区井田２丁目２７番１号 

(3) 設置条例 かわさき総合ケアセンター条例 

(4) 設置目的 高齢者等が地域において健康で安心できる生活を支援するため、

保健、医療及び福祉の連携を図ることにより、高齢者等に対する

総合的ケアサービスの提供を推進し、もって市民の健康の保持及

び福祉の増進に寄与することを目的とする。 

(5) 施設の事業内容 ①老人デイサービスセンターの業務、②居宅介護支援の業務、 

③施設等の維持、管理に関する業務、④自動販売機の設置、管理

に関する業務、⑤その他、施設の管理、運営に必要と認められる

業務 

(6) 現在の管理者 社会福祉法人和楽会 

(7) 現在の管理運営費 ０円（利用料金で運営） 

２ 指定管理者となる団体の概要 

名   称 特定非営利活動法人リ・ケア福祉サービス 

所 在 地 川崎市高津区野川３８５０番地木の実の物語２階 

代 表 者 名 理事長 小島 喜芳 

設 立 年 月 平成１３年１１月 

基 本 財 産 

又は資本の額

資産総額 ０円 

職 員 数 

又は従業員数

理事５名、監事１名、職員４５名 

設 立 目 的 障害者・病弱者・高齢者に対してその介護に関する事業を行い、福祉の増

進に寄与することを目的とする。 

事 業 概 要 

（２７年度）
(1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動 

(2) 通所介護事業 

(3) 居宅介護支援事業 

(4) 地域包括支援センター事業 

決   算 

（２６年度）

(1) 経常収支 

経常収益計         １２７，３３５，８７８円 

経常費用計         １２６，６７１，８２４円 

経常収支差額            ６６４，０５４円・・・① 

(2) 経常外収支 

経常外収益計                  ０円 

経常外費用計            ５４４，４４１円 

経常外収支差額          △５４４，４４１円・・・② 

(3) 税引前当期正味財産増減額      １１９，６１３円・・・③ 

（①＋②） 
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(4) 法人税、住民税及び事業税       ７０，５９４円・・・④ 

(5) 当期正味財産増減額          ４９，０１９円・・・⑤ 

（③－④） 

(6) 前期繰越正味財産額     △１３，４０３，５１３円・・・⑥ 

(7) 次期繰越正味財産額     △１３，３５４，４９４円 

（⑤＋⑥） 

３ 指定期間 

平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日まで 

４ 選定結果 

別紙のとおり 

５ 事業計画 

項  目 事業内容 

公設デイサービス・居宅支

援事業所のあり方 

これまでの経験と実績をフルに活かして、当該施設を地域の

「頼れる介護のサポーター」と位置づけ、施設の運営に携わる。

井田病院との連携を深め、認知症高齢者のケア、在宅医療、地

域医療連携ネットワークの期待に応えると共に、居宅介護支援

事業所では、地域包括支援システムの旗振り役として地域や介

護事業者に還元していく。 

市民に還元・奉仕・貢献す

るために 

「市民の財産」である当該施設を有効にかつ最大限に活性化す

る為、利用者ニーズに合わせたサービス提供として民間事業所

がやりたがらないサービスの実施を提案する。井田病院併設の

立地を踏まえ、医療依存度の高い中重度の要介護者や若年性認

知症の積極的な受入れも可能。 

これらの取り組みにより、施設の稼働率を着実に伸ばし、５年

目には９５％を目指していく。 

６ 収支計画                            (単位：千円) 

項 目 
金額（消費税及び地方消費税を含む。) 

２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 合 計 

 収  入 ８３，３３２ ９１，８６４ １００，３８８ １１１，４２０ １１２，４２０ ４９９，４２４

 指定管理料 ０ ０ ０ ０ ０ ０

 利 用 料 金 ８３，２００ ９１，７３２ １００，２５６ １１１，２８８ １１２，２８８ ４９８，７６４

 その他の収入 １３２ １３２ １３２ １３２ １３２ ６６０

支  出 ８２，９０８ ９０，１５３ ９６，３６９ １０２，９３０ １０４，５２２ ４７６，８８２
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別紙 

井田老人デイサービスセンターの指定管理予定者の選定結果について 

１ 応募状況 

応募団体：２団体（特定非営利活動法人リ・ケア福祉サービス、社会福祉法人和楽会） 

２ 指定管理者選定評価委員会委員 

峯尾 武巳（神奈川県立保健福祉大学教授） 

中山 珠美（川崎大師訪問看護ステーション所長） 

新井  努（公認会計士） 

鈴木 恵子（ボランティアグループすずの会代表） 

堀越 ひろみ（公益社団法人認知症の人と家族の会神奈川県支部世話人） 

３ 選定理由 

当法人は、「施設の設置目的の達成及びサービスの向上」、「施設機能の発揮と管理経費

の縮減」等の評価項目において他の応募法人より高い評価を得て、指定管理予定者とし

て選定された。なお、選定に当たり評価した主な点は、次のとおり。 

・ 調理職員や施設の営繕職員を直接雇用することで外部委託費の低減を図り、その分

を人件費に上乗せして良質なサービス提供につなげる提案が、高く評価されたこと。 

・ 市単独のデイサービス事業の受託実績や当該施設周辺の聴き取り調査結果を基に、

稼働率の向上策として、民間事業所がやりたがらない①入浴に特化した３時間未満の

短時間デイ、②７～９時間の延長サービス、③夕食の提供等を掲げ、平成３２年度に

稼働率９５％を目標とする提案に期待が寄せられたこと。 

・ 市内の受け皿が少ない若年性認知症の方の積極的な受入れについて言及しているこ

と。

４ 審査結果（※基準点４５０点以上） 

選定基準 配点 
指定管理

予定者 
（福）和楽会 

①施設の設置目的の達成及びサービスの向上 ２５０点 １８１点 １６３点

②施設機能の発揮と管理経費の縮減 ２５０点 １７４点 １５５点

③事業の安定性及び継続性の確保への取組 １００点 ７６点 ６６点

④応募団体自身に関する項目 ７５点 ４５点 ５５点

⑤応募団体の取組に関する事項 ７５点 ６１点 ４８点

実績評価点（標準を０点として、加減点） ― 点 １８.７５点

合  計 ７５０点 ５３７点 ５０５．７５点

５ 提案額 

０円（利用料金で運営） 
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議案第１９９号参考資料 

１ 管理を行わせる公の施設の概要 

(1) 名称 柿生学園 

(2) 所在地 川崎市麻生区五力田２丁目２０番１０号 

(3) 設置条例 川崎市心身障害者総合リハビリテーションセンター条例 

(4) 設置目的 重度の知的障害者について、日中及び夜間において日常生活上の

支援を行うとともに、生産活動や創作活動の機会を提供し、もって

障害者の自立の促進及び福祉の増進を図ることを目的とする。 

(5) 施設の事業内容 ①生活介護 ②施設入所支援 ③短期入所 ④一般相談支援 ⑤特

定相談支援 ⑥日中一時支援 ⑦施設の維持管理 ⑧その他施設の

設置目的を達成するために必要な業務

(6) 現在の管理者 社会福祉法人川崎市社会福祉事業団 

(7) 現在の管理運営費 ９７，１６４，０００円（年額）

２ 指定管理者となる団体の概要 

名   称 社会福祉法人川崎市社会福祉事業団

所 在 地 川崎市高津区久地３丁目１３番１号

代 表 者 名 理事長 長谷川 忠司

設 立 年 月 昭和６１年２月

基 本 財 産 

又は資本の額 
資産総額 ６６億６，００２万１，９４２円 

職 員 数 

又は従業員数 
理事８名、監事２名、職員５５２名 

設 立 目 的 多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創

意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、心身ともに健や

かに育成され、又はその有する能力に応じ自立した生活を地域社会において営

むことができるよう支援することを目的とする。 

事 業 概 要 
（平成２６年度） 

（１）第１種社会福祉事業

 ア 障害者支援施設の経営

 イ 特別養護老人ホームの経営

（２）第２種社会福祉事業

 ア 身体障害者福祉センターの経営

 イ 障害福祉サービス事業の経営

 ウ 地域活動支援センターの経営

 エ 一般相談支援事業・特定相談支援事業・障害児相談支援事業の経営

 オ 老人福祉センターの経営

 カ 老人短期入所事業の経営 

 キ 老人デイサービス事業の経営

 ク 在宅介護支援センターの経営

 ケ 認知症対応型老人共同生活援助事業の経営

 コ 保育所の経営

 サ 児童厚生施設（児童館）の経営

 シ 放課後児童健全育成事業の経営

 ス 地域子育て支援拠点事業の経営

 セ 障害児通所支援事業の経営
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決   算 
（平成２６年度） 

①事業活動による収支 

 事業活動収入計     ６，１２４，０３４，８５４円 

 事業活動支出計     ５，４６５，５１４，３７３円 

 事業活動資金収支差額    ６５８，５２０，４８１円・・・（１） 

②施設整備等による収支 

施設整備等収入計      ２８０，９３２，５４８円 

施設整備等支出計      ４５１，０３７，６１０円 

施設整備等資金収支差額  △１７０，１０５，０６２円・・・（２） 

③その他の活動による収支 

 その他の活動収入計      ８５，７３７，１６６円 

 その他の活動支出計     ２７４，１１８，６８５円 

 その他の活動資金収支差額 △１８８，３８１，５１９円・・・（３） 

④当期資金収支差額      ３００，０３３，９００円・・・（４） 

（（１）＋（２）＋（３）） 

⑤前期末支払資金残高   ２，２９１，７１８，０９０円・・・（５） 

⑥当期末支払資金残高   ２，５９１，７５１，９９０円 

（（４）＋（５）） 

３ 指定期間 

平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日まで 

４ 選定結果 

別紙のとおり 

５ 事業計画 

項  目 事業内容 

障害者支援に対する考え

方、方向性、取組 

第４次かわさきノーマライゼーションプランの基本理念『障害の

ある人もない人も、お互いを尊重しながら共に支え合う、自立と

共生の地域社会の実現』及び地域包括ケアシステム推進ビジョン

に掲げる基本理念『川崎らしい都市型の地域ケアシステムの構築

による誰もが住み慣れた地域や自ら望む安心して暮らし続けるこ

とができる地域の実現』の具現化を図る。 

施設運営計画（提供するサ

ービスの考え方、日課等） 

(1)小集団で家庭的な雰囲気のある穏やかでくつろいだ生活の中

での、利用者個々のニーズに即した施設入所支援 

(2)利用者の興味や関心に応じた日課設定により充実感を得られ

る支援を行う生活介護 

(3)障害者の地域生活を支援するため、利用者・家族・地域のニー

ズに応える短期入所、日中一時支援 

他機関等との連携について

の考え方 

・利用者支援に関わる関係機関との連携による定期的な情報共有 

・施設開放及び地域行事への積極的な参加による障害者理解の啓

発と地域と一体になった障害者の社会生活支援 

課題の把握及び重点的な取

組についての考え方 

利用者満足度調査、第三者評価、利用者意見の収集、実習生・ボ

ランティア等の意見をもとにして、改善すべき課題を把握する。 

その他の事業提案 (1)グループホームの支援 

(2)施設隣接地の活用 

(3)指定管理期間の施設改修 

(4)自活寮の活用 

(5)福祉教育の促進への貢献 
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(6)麻生区自主製品販売連絡協議会への参画 

(7)地域住民への施設開放、施設利用者との交流促進 

(8)二次避難所協定の締結 

(9)障害者雇用の促進 

６ 収支計画                               (単位：千円)

項 目 
金額（消費税及び地方消費税を含む。) 

２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 合 計 

 収  入 495,212 495,212 495,212 495,212 495,212 2,476,060

 指定管理料 31,580 31,580 31,580 31,580 31,580 157,900

 利 用 料 金 428,426 428,426 428,426 428,426 428,426 2,142,130

 その他の収入 35,206 35,206 35,206 35,206 35,206 176,030

支  出 541,515 536,647 536,495 538,025 539,570 2,692,252

※千円未満切捨 
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別紙 

柿生学園の指定管理者の選定結果について 

１ 応募状況 

 応募団体：１団体 社会福祉法人川崎市社会福祉事業団 

２ 指定管理者選定評価委員会委員 

【学識経験者】赤塚 光子（元立教大学コミュニティ福祉学部教授、川崎市地域自立支援協議会会長 ） 

【学識経験者】柳田 正明（山梨県立大学人間福祉学部教授） 

【専門的知識を有する者】芳垣 康彦（横浜市鶴見区精神障害者生活支援センター所長） 

【財務の専門家】鈴木 稔巳（公認会計士） 

【財務の専門家】岸  敦子（公認会計士） 

３ 選定理由 

現在も指定管理者として当該施設の管理運営を行っており、重度の知的障害者について、日

中及び夜間において日常生活上の支援を行うとともに、生産活動や創作活動の機会を提供し、

もって障害者の自立の促進及び福祉の増進を図ることを当該施設の設置目的とする仕様書に

沿った提案がなされており、事業や収支の計画も妥当といえる。 

また、運営状況も良好であり、今までどおり安定した施設運営が見込まれることなどを評価

し、当該団体を選定した。 

（１）施設の設置目的の達成及びサービスの向上 

障害者の自立の促進及び福祉の増進という当該施設の設置目的を十分に理解し、今までの

運営実績を生かした、施設の管理運営に係る適切な基本方針や事業計画等について具体的な

提案がなされていた。 

（２）施設機能の発揮と管理経費の縮減 

効率的な施設運営に対する考え方・方針が明確に示されており、事業計画と整合がとれた

収支計画となっている点などを評価した。 

（３）事業の安定性及び継続性の確保への取組 

提案された職員体制が充実している点のほか、職員の資質向上に向けた取組などを評価し

た。 

（４）応募団体自身に関する事項 

当該施設及び類似施設の運営実績が豊富であり、運営実績を踏まえた提案がなされ、安定

した施設の管理運営が見込まれることを評価した。 

（５）応募団体の取組に関する事項 

各種規程の整備、コンプライアンス遵守のための取組等を評価した。 

（６）その他の事項（地域における公益的な活動） 

地域住民への施設開放、施設利用者との交流促進等の取組が提案されていたことを評価し

た。 
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４ 審査結果（※基準点６００点以上） 

選定基準 配点 (福)川崎市社会福祉事業団 

基
準
評
価
項
目

①施設の設置目的の達成及びサ

ービスの向上 
３５０点 ２４６点

②施設機能の発揮と管理経費の

縮減 
２７５点 １７６点

③事業の安定性及び継続性の確

保への取組 
２００点 １４０点

④応募団体自身に関する事項 
１００点 ７５点

⑤応募団体の取組に関する事項 
７５点 ４８点

基準評価 合計 １，０００点 ６８５点

加
算
評
価
項
目

その他の事項 

（地域における公益的な活動） 
５０点 ３４点

実績評価点 

（標準を０点として、加減点） 
２５点

総合計 １，０５０点 ７４４点

５ 提案額 

年   額   ３１，５８０，５３３円 

指定期間計  １５７，９０２，６６５円  
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議案第１９９号参考資料 

１ 管理を行わせる公の施設の概要 

(1) 名称 くさぶえの家 

(2) 所在地 川崎市高津区末長３丁目２５番８号 

(3) 設置条例 川崎市心身障害者総合リハビリテーションセンター条例 

(4) 設置目的 在宅の障害者について、日常生活上の支援や生活能力の向上のた

めの訓練等のサービスを提供し、障害者の自立の促進、生活の質の

向上を図ることを目的とする。 

(5) 施設の事業内容 ①生活介護 ②自立訓練 ③一般相談支援 ④特定相談支援 ⑤地

域サービス事業 ⑥施設の維持管理 ⑦その他施設の設置目的を達

成するために必要な業務

(6) 現在の管理者 社会福祉法人川崎市社会福祉事業団 

(7) 現在の管理運営費 ０円

２ 指定管理者となる団体の概要 

名   称 社会福祉法人川崎市社会福祉事業団

所 在 地 川崎市高津区久地３丁目１３番１号

代 表 者 名 理事長 長谷川 忠司

設 立 年 月 昭和６１年２月

基 本 財 産 

又は資本の額 
資産総額 ６６億６，００２万１，９４２円 

職 員 数 

又は従業員数 
理事８名、監事２名、職員５５２名 

設 立 目 的 多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創

意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、心身ともに健や

かに育成され、又はその有する能力に応じ自立した生活を地域社会において営

むことができるよう支援することを目的とする。 

事 業 概 要 
（平成２６年度） 

（１）第１種社会福祉事業

 ア 障害者支援施設の経営

 イ 特別養護老人ホームの経営

（２）第２種社会福祉事業

 ア 身体障害者福祉センターの経営

 イ 障害福祉サービス事業の経営

 ウ 地域活動支援センターの経営

 エ 一般相談支援事業・特定相談支援事業・障害児相談支援事業の経営

 オ 老人福祉センターの経営

 カ 老人短期入所事業の経営 

 キ 老人デイサービス事業の経営

 ク 在宅介護支援センターの経営

 ケ 認知症対応型老人共同生活援助事業の経営

 コ 保育所の経営

 サ 児童厚生施設（児童館）の経営

 シ 放課後児童健全育成事業の経営

 ス 地域子育て支援拠点事業の経営

 セ 障害児通所支援事業の経営
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決   算 
（平成２６年度） 

①事業活動による収支 

 事業活動収入計     ６，１２４，０３４，８５４円 

 事業活動支出計     ５，４６５，５１４，３７３円 

 事業活動資金収支差額    ６５８，５２０，４８１円・・・（１） 

②施設整備等による収支 

施設整備等収入計      ２８０，９３２，５４８円 

施設整備等支出計      ４５１，０３７，６１０円 

施設整備等資金収支差額  △１７０，１０５，０６２円・・・（２） 

③その他の活動による収支 

 その他の活動収入計      ８５，７３７，１６６円 

 その他の活動支出計     ２７４，１１８，６８５円 

 その他の活動資金収支差額 △１８８，３８１，５１９円・・・（３） 

④当期資金収支差額      ３００，０３３，９００円・・・（４） 

（（１）＋（２）＋（３）） 

⑤前期末支払資金残高   ２，２９１，７１８，０９０円・・・（５） 

⑥当期末支払資金残高   ２，５９１，７５１，９９０円 

（（４）＋（５）） 

３ 指定期間 

平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日まで 

４ 選定結果 

別紙のとおり 

５ 事業計画 

項  目 事業内容 

障害者支援に対する考え

方、方向性、取組 

(1) 生活介護、生活訓練では、利用者主体の支援を行う。 

(2) 地域サービス事業では、市内の自閉症者や関係者に対して、

普及啓発や講座を含めた幅広い支援を行う。 

施設運営計画（提供するサ

ービスの考え方、日課等） 

(1) 自閉症の障害特性に配慮したプログラムを行う生活介護、生

活訓練 

(2) 市内の自閉症者や関係者に対して普及啓発や講座を含めた幅

広く支援する地域サービス事業 

他機関等との連携について

の考え方 

・関係機関との連携と専門的知識に基づいたアドバイス 

・合築されている末長こども文化センターや学校、町内会等との

交流による障害者理解の啓発 

課題の把握及び重点的な取

組についての考え方 

利用者満足度調査、第三者評価、利用者意見の収集、実習生・ボ

ランティア等の意見をもとにして、改善すべき課題を把握する。 

その他の事業提案 (1)利用者の給食の充実 

(2)利用者の送迎サービス 

(3)柿生学園自活棟を利用した宿泊プログラムの提供 

(4)園外作業 

(5)人材育成（単位取得実習）、特別支援学校実習 

(6)他法人、関係団体へのスーパーバイズ 

(7)生活介護施設から就労継続Ｂ型施設への移行の支援 
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６ 収支計画                               (単位：千円)

項 目 
金額（消費税及び地方消費税を含む。) 

２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 合 計 

 収  入 115,197 115,197 115,197 115,197 115,197 575,985

 指定管理料 0 0 0 0 0 0

 利 用 料 金 100,140 100,140 100,140 100,140 100,140 500,700

 その他の収入 15,057 15,057 15,057 15,057 15,057 75,285

支  出 97,781 98,740 99,540 100,278 100,859 497,198
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別紙 

くさぶえの家の指定管理者の選定結果について 

１ 応募状況 

 応募団体：１団体 社会福祉法人川崎市社会福祉事業団 

２ 指定管理者選定評価委員会委員 

【学識経験者】赤塚 光子（元立教大学コミュニティ福祉学部教授、川崎市地域自立支援協議会会長 ） 

【学識経験者】柳田 正明（山梨県立大学人間福祉学部教授） 

【専門的知識を有する者】芳垣 康彦（横浜市鶴見区精神障害者生活支援センター所長） 

【財務の専門家】鈴木 稔巳（公認会計士） 

【財務の専門家】岸  敦子（公認会計士） 

３ 選定理由 

現在も指定管理者として当該施設の管理運営を行っており、在宅の障害者について、日常生

活上の支援や生活能力の向上のための訓練等のサービスを提供し、障害者の自立の促進、生活

の質の向上を図ることを当該施設の設置目的とする仕様書に沿った提案がなされており、事業

や収支の計画も妥当といえる。 

また、運営状況も良好であり、今までどおり安定した施設運営が見込まれることなどを評価

し、当該団体を選定した。 

（１）施設の設置目的の達成及びサービスの向上 

障害者の自立の促進、生活の質の向上という当該施設の設置目的を十分に理解し、今まで

の運営実績を生かした、施設の管理運営に係る適切な基本方針や事業計画等について具体的

な提案がなされていた。 

（２）施設機能の発揮と管理経費の縮減 

効率的な施設運営に対する考え方・方針が明確に示されており、事業計画と整合がとれた

収支計画となっている点などを評価した。 

（３）事業の安定性及び継続性の確保への取組 

提案された職員体制が充実している点のほか、職員の資質向上に向けた取組などを評価し

た。 

（４）応募団体自身に関する事項 

当該施設及び類似施設の運営実績が豊富であり、運営実績を踏まえた提案がなされ、安定

した施設の管理運営が見込まれることを評価した。 

（５）応募団体の取組に関する事項 

各種規程の整備、コンプライアンス遵守のための取組等を評価した。 

（６）その他の事項（地域における公益的な活動） 

柿生学園自活棟を利用した宿泊プログラムの提供等の取組が提案されていたことを評価

した。 
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４ 審査結果（※基準点６００点以上） 

選定基準 配点 (福)川崎市社会福祉事業団 

基
準
評
価
項
目

①施設の設置目的の達成及びサ

ービスの向上 
３５０点 ２４７点

②施設機能の発揮と管理経費の

縮減 
２７５点 １８０点

③事業の安定性及び継続性の確

保への取組 
２００点 １４０点

④応募団体自身に関する事項 
１００点 ７３点

⑤応募団体の取組に関する事項 
７５点 ５１点

基準評価 合計 １，０００点 ６９１点

加
算
評
価
項
目

その他の事項 

（地域における公益的な活動） 
５０点 ３６点

実績評価点 

（標準を０点として、加減点） 
２５点

総合計 １，０５０点 ７５２点

５ 提案額 

年   額   ０円 

指定期間計   ０円  

(利用料金収入により運営）
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議案第１９９号参考資料 

１ 管理を行わせる公の施設の概要 

(1) 名称 三田福祉ホーム 

(2) 所在地 川崎市多摩区三田２丁目３２５６番地 

(3) 設置条例 川崎市心身障害者総合リハビリテーションセンター条例 

(4) 設置目的 現に住居を求めている障害者につき、低額な料金で、居室その他の

設備を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜を供与すること

を目的とする。 

(5) 施設の事業内容 ①福祉ホーム ②施設の維持管理 ③その他施設の設置目的を達成

するために必要な業務 

(6) 現在の管理者 社会福祉法人ともかわさき 

(7) 現在の管理運営費 １３，９４９，０００円（年額） 

２ 指定管理者となる団体の概要 

名   称 社会福祉法人ともかわさき

所 在 地 川崎市川崎区渡田１丁目１５番５号

代 表 者 名 理事長 鹿嶌 勝美

設 立 年 月 平成８年１月

基本財産  

又は資本の額 
資産総額 １０億８，４５１万６，７６４円 

職 員 数 

又は従業員数 
理事９名、監事２名、職員２０５名 

設立目的  多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう

創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生

活を地域社会において営むことができるよう支援することを目的とする。 

事 業 概 要 
（平成２６年度） 

(1) 第２種社会福祉事業
ア 障害福祉サービス事業の経営

イ 相談支援事業の経営

ウ 移動支援事業所の経営

エ 福祉ホームの経営

(2) 公益を目的とする事業
ア 地域福祉活動グループの育成強化

イ 生活訓練、体育訓練等障害者の自立の促進

 ウ 障害者福祉に関する調査、研究及び啓発

 エ 地域福祉施設ちどりの管理運営

(3) 収益を目的とする事業
ア 障害者ふれあいショップの設置経営

決   算 
（平成２６年度） 

①事業活動による収支 

 事業活動収入計     １，４１６，６７０，２７６円 

 事業活動支出計     １，３８０，８３８，８８０円 

 事業活動資金収支差額     ３５，８３１，３９６円・・・（１） 

②施設整備等による収支 

施設整備等収入計        ４，５７６，３２２円 

施設整備等支出計       ２４，２１７，８０４円 

施設整備等資金収支差額   △１９，６４１，４８２円・・・（２） 
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③その他の活動による収支 

 その他の活動収入計      １０，９０１，５００円 

 その他の活動支出計      ２０，０４５，２３０円 

 その他の活動資金収支差額   △９，１４３，７３０円・・・（３） 

④当期資金収支差額         ７，０４６，１８４円・・・（４） 

（（１）＋（２）＋（３）） 

⑤前期末支払資金残高     ３６９，６４６，９３９円・・・（５） 

⑥当期末支払資金残高     ３７６，６９３，１２３円 

（（４）＋（５）） 

３ 指定期間 

平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日まで 

４ 選定結果 

別紙のとおり 

５ 事業計画 

項  目 事業内容 

障害者支援に対する考え

方、方向性、取組 

(1) 入居者の意思及び人格を尊重し、入居者の立場に立ったサー

ビスの提供に努める。 

(2) 入居者と個別に面接をして自立した生活、安定した就労に向

けた目標を設定した支援計画を作成するとともに、目標達成に向

けた取り組みを行う。 

(3)入居者の障害特性に配慮した支援を行う。 

施設運営計画（提供するサ

ービスの考え方、日課等） 

(1) 長期利用者が多く各室内の環境整備が必要なため、快適な環

境空間を提供するための支援を行う。 

(2) 高齢者に対する体力に見合った日課や配慮への理解を求めな

がら、公平性を念頭に入れた運営を行う。 

他機関等との連携について

の考え方 

(1) 成年後見制度や生活支援センターの利用等により、入居者の

将来に向けた支援の方向性や情報の共有に努める。 

(2) 関係機関と必要に応じてケア会議を実施し、情報交換・役割

確認を行うことにより、入居者の生活の安定を図る。 

課題の把握及び重点的な取

組についての考え方 

障害者の現実の希望やニーズ、行政や関係機関の動向等と併せて、

障害者にとって今必要なことを限りある資源の中で有効活用して

いく。 

その他の事業提案 管理人のほかにホーム長、支援員を配置し、関係機関との連 

携を密にして、入居者の福祉及び生活の質の向上に努める。 

入居者の就労先、事業所との連絡を密にして安定した就労の 

継続に努める。 

６ 収支計画                            (単位：千円) 

項 目 
金額（消費税及び地方消費税を含む。) 

２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 合 計 

 収  入 17,541 17,541 17,541 17,541 17,541 87,705

 指定管理料 14,241 14,241 14,241 14,241 14,241 71,205

 利 用 料 金 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 16,500

 その他の収入 0 0 0 0 0 0

支  出 17,541 17,541 17,541 17,541 17,541 87,705
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別紙 

三田福祉ホームの指定管理者の選定結果について 

１ 応募状況 

 応募団体：１団体 社会福祉法人ともかわさき 

２ 指定管理者選定評価委員会委員 

【学識経験者】赤塚 光子（元立教大学コミュニティ福祉学部教授、川崎市地域自立支援協議会会長 ） 

【学識経験者】柳田 正明（山梨県立大学人間福祉学部教授） 

【専門的知識を有する者】芳垣 康彦（横浜市鶴見区精神障害者生活支援センター所長） 

【財務の専門家】鈴木 稔巳（公認会計士） 

【財務の専門家】岸  敦子（公認会計士） 

３ 選定理由 

現在も指定管理者として当該施設の管理運営を行っており、現に住居を求めている障害者が

地域において自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、低額な料金で、居室そ

の他の設備を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜の供与を適切かつ効果的に行い、も

って障害者の福祉の増進を図ることを当該施設の設置目的とする仕様書に沿った提案がなさ

れており、事業や収支の計画も妥当といえる。

また、運営状況も良好であり、今までどおり安定した施設運営が見込まれることなどを評価

し、当該団体を選定した。

（１）施設の設置目的の達成とサービスの向上

当該施設の設置目的を十分に理解し、今までの運営実績を生かした、施設の管理運営に係る

適切な基本方針や事業計画等について具体的な提案がなされていた。

また、設置目的に沿って関係機関と連携することにより利用者の生活の安定を図り、将来的

に福祉ホームから地域への移行も視野に入れた支援を検討するなど、具体的な事業提案がなさ

れた点を評価した。

（２）施設機能の発揮と管理経費の縮減

効率的な施設運営に対する考え方・方針が明確に示されており、事業計画と整合がとれた収

支計画となっている点などを評価した。

（３）事業の安定性及び継続性の確保への取組

提案された職員体制が充実している点のほか、少数職場であることの認識、定期的な職員研

修への参加などの取り組みを評価した。

（４）応募団体自身に関する項目

グループホームなど類似施設の運営実績があり、運営方針、経営状況等から、当該施設の安

定的な管理が可能であると見込まれることを評価した。

（５）応募団体の取組に関する事項
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  個人情報等の取り扱い、法令順守に係るマニュアルの整備など、具体的な取組が提案されて

いることを評価した。

（６）その他の事項（地域における公益的な活動）

体験利用事業の実施、障害児者親の会への支援など、障害者福祉の増進に向けた提案がなさ

れた点を評価した。

４ 審査結果（※基準点６００点以上） 

選定基準 配点 
社会福祉法人 

ともかわさき 

基
準
評
価
項
目

①施設の設置目的の達成及びサー

ビスの向上 
３５０点 ２２８点

②施設機能の発揮と管理経費の縮

減 
２７５点 １６７点

③事業の安定性及び継続性の確保

への取組 
２００点 １２３点

④応募団体自身に関する事項 
１００点 ６５点

⑤応募団体の取組に関する事項 
７５点 ４７点

基準評価 合計 １，０００点 ６３０点

加
算
評
価
項
目

その他の事項 

（地域における公益的な活動） 
５０点 ３２点

実績評価点 

（標準を０点として、加減点） 
 ０点

総合計 １，０５０点 ６６２点

５ 提案額 

年   額   １４，２４１，０００円 

指定期間計   ７１，２０５，０００円 
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議案第１９９号参考資料 

１ 管理を行わせる公の施設の概要 

(1) 名称 かじがや障害者デイ・サービスセンター 

(2) 所在地 川崎市高津区梶ヶ谷５丁目８番地２７ 

(3) 設置条例 川崎市心身障害者総合リハビリテーションセンター条例 

(4) 設置目的 在宅の身体障害者に対して、通所による創作的活動等のサービス

を提供し、障害者の自立の促進、生活の質の向上を図ることを目的

とする。 

(5) 施設の事業内容 ①生活介護 ②特定相談支援 ③施設の維持管理 ④その他施設の

設置目的を達成するために必要な業務

(6) 現在の管理者 社会福祉法人川崎市社会福祉事業団 

(7) 現在の管理運営費 ０円

２ 指定管理者となる団体の概要 

名   称 社会福祉法人川崎市社会福祉事業団

所 在 地 川崎市高津区久地３丁目１３番１号

代 表 者 名 理事長 長谷川 忠司

設 立 年 月 昭和６１年２月

基 本 財 産 

又は資本の額 
資産総額 ６６億６，００２万１，９４２円 

職 員 数 

又は従業員数 
理事８名、監事２名、職員５５２名 

設 立 目 的 多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創

意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、心身ともに健や

かに育成され、又はその有する能力に応じ自立した生活を地域社会において営

むことができるよう支援することを目的とする。 

事 業 概 要 
（平成２６年度） 

（１）第１種社会福祉事業

 ア 障害者支援施設の経営

 イ 特別養護老人ホームの経営

（２）第２種社会福祉事業

 ア 身体障害者福祉センターの経営

 イ 障害福祉サービス事業の経営

 ウ 地域活動支援センターの経営

 エ 一般相談支援事業・特定相談支援事業・障害児相談支援事業の経営

 オ 老人福祉センターの経営

 カ 老人短期入所事業の経営 

 キ 老人デイサービス事業の経営

 ク 在宅介護支援センターの経営

 ケ 認知症対応型老人共同生活援助事業の経営

 コ 保育所の経営

 サ 児童厚生施設（児童館）の経営

 シ 放課後児童健全育成事業の経営

 ス 地域子育て支援拠点事業の経営

 セ 障害児通所支援事業の経営

決   算 
（平成２６年度） 

①事業活動による収支 

 事業活動収入計     ６，１２４，０３４，８５４円 
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 事業活動支出計     ５，４６５，５１４，３７３円 

 事業活動資金収支差額    ６５８，５２０，４８１円・・・（１） 

②施設整備等による収支 

施設整備等収入計      ２８０，９３２，５４８円 

施設整備等支出計      ４５１，０３７，６１０円 

施設整備等資金収支差額  △１７０，１０５，０６２円・・・（２） 

③その他の活動による収支 

 その他の活動収入計      ８５，７３７，１６６円 

 その他の活動支出計     ２７４，１１８，６８５円 

 その他の活動資金収支差額 △１８８，３８１，５１９円・・・（３） 

④当期資金収支差額      ３００，０３３，９００円・・・（４） 

（（１）＋（２）＋（３）） 

⑤前期末支払資金残高   ２，２９１，７１８，０９０円・・・（５） 

⑥当期末支払資金残高   ２，５９１，７５１，９９０円 

（（４）＋（５）） 

３ 指定期間 

平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日まで 

４ 選定結果 

別紙のとおり 

５ 事業計画 

項  目 事業内容 

障害者支援に対する考え

方、方向性、取組 

医療的ケアの必要な利用者や重度障害で機能低下のある利用者に

対して、専門的視点で観察し、丁寧で細やかな支援を行う。利用

者の障害状況と個別ニーズに即したサービスが提供できるよう、

多種多様な充実した個別プログラムを取り入れ、利用者の主体性

や個別性を尊重して支援する。 

施設運営計画（提供するサ

ービスの考え方、日課等） 

利用者個々の複雑な障害特性に合わせた多様なニーズを考慮し、

利用者が主体的に実現できる個別支援計画を策定して行う細やか

なサービス提供 

他機関等との連携について

の考え方 

地域に根差し、地域の一員として地域と交流する。 

課題の把握及び重点的な取

組についての考え方 

利用者満足度調査、第三者評価、利用者意見の収集、実習生・ボ

ランティア等の意見をもとにして、改善すべき課題を把握する。 

その他の事業提案 (1)祝祭日の運営 

(2)利用者の給食の提供の充実 

(3)利用者の送迎の実施 

(4)介助技術や支援方法について情報共有や技術指導 

６ 収支計画                               (単位：千円)

項 目 
金額（消費税及び地方消費税を含む。) 

２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 合 計 

 収  入 119,461 119,003 119,003 119,463 119,461 596,391

 指定管理料 0 0 0 0 0 0

 利 用 料 金 115,396 114,949 114,949 115,398 115,396 576,088

 その他の収入 4,065 4,054 4,054 4,065 4,065 20,303

支  出 113,199 110,589 114,702 111,645 115,816 565,951
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別紙 

かじがや障害者デイ・サービスセンターの指定管理者の選定結果について 

１ 応募状況 

 応募団体：１団体 社会福祉法人川崎市社会福祉事業団 

２ 指定管理者選定評価委員会委員 

【学識経験者】赤塚 光子（元立教大学コミュニティ福祉学部教授、川崎市地域自立支援協議会会長 ） 

【学識経験者】柳田 正明（山梨県立大学人間福祉学部教授） 

【専門的知識を有する者】芳垣 康彦（横浜市鶴見区精神障害者生活支援センター所長） 

【財務の専門家】鈴木 稔巳（公認会計士） 

【財務の専門家】岸  敦子（公認会計士） 

３ 選定理由 

現在も指定管理者として当該施設の管理運営を行っており、在宅の身体障害者に対して、通

所による創作的活動等のサービスを提供し、障害者の自立の促進、生活の質の向上を図ること

を当該施設の設置目的とする仕様書に沿った提案がなされており、事業や収支の計画も妥当と

いえる。 

また、運営状況も良好であり、今までどおり安定した施設運営が見込まれることなどを評価

し、当該団体を選定した。 

（１）施設の設置目的の達成及びサービスの向上 

障害者の自立の促進、生活の質の向上という当該施設の設置目的を十分に理解し、今まで

の運営実績を生かした、施設の管理運営に係る適切な基本方針や事業計画等について具体的

な提案がなされていた。 

（２）施設機能の発揮と管理経費の縮減 

効率的な施設運営に対する考え方・方針が明確に示されており、事業計画と整合がとれた

収支計画となっている点などを評価した。 

（３）事業の安定性及び継続性の確保への取組 

提案された職員体制が充実している点のほか、職員の資質向上に向けた取組などを評価し

た。 

（４）応募団体自身に関する事項 

当該施設及び類似施設の運営実績が豊富であり、運営実績を踏まえた提案がなされ、安定

した施設の管理運営が見込まれることを評価した。 

（５）応募団体の取組に関する事項 

各種規程の整備、コンプライアンス遵守のための取組等を評価した。 

（６）その他の事項（地域における公益的な活動） 

介助技術や支援方法について情報共有や技術指導等を実施する等の取組が提案されてい

たことを評価した。 
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４ 審査結果（※基準点６００点以上） 

選定基準 配点 (福)川崎市社会福祉事業団 

基
準
評
価
項
目

①施設の設置目的の達成及びサ

ービスの向上 
３５０点 ２４８点

②施設機能の発揮と管理経費の

縮減 
２７５点 １７６点

③事業の安定性及び継続性の確

保への取組 
２００点 １３３点

④応募団体自身に関する事項 
１００点 ７４点

⑤応募団体の取組に関する事項 
７５点 ４９点

基準評価 合計 １，０００点 ６８０点

加
算
評
価
項
目

その他の事項 

（地域における公益的な活動） 
５０点 ３６点

実績評価点 

（標準を０点として、加減点） 
２５点

総合計 １，０５０点 ７４１点

５ 提案額 

年   額   ０円 

指定期間計   ０円  

(利用料金収入により運営）
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議案第１９９号参考資料 

１ 管理を行わせる公の施設の概要 

(1) 名称 れいんぼう川崎 

(2) 所在地 川崎市宮前区東有馬５丁目８番１０号 

(3) 設置条例 川崎市心身障害者総合リハビリテーションセンター条例 

(4) 設置目的 重度の障害者に対して、日中及び夜間において日常生活上の支援

を行うとともに、生活能力の向上のための訓練等のサービスを提供

し、施設の機能を活用して在宅障害者のための自立の援助を行い、

障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。 

(5) 施設の事業内容 ①生活介護 ②施設入所支援 ③自立訓練 ④短期入所 ⑤一般相

談支援 ⑥特定相談支援 ⑦れいんぼう川崎診療所の管理運営 ⑧

在宅リハビリテーションサービス ⑨施設の維持管理 ⑩その他施

設の設置目的を達成するために必要な業務

(6) 現在の管理者 社会福祉法人川崎市社会福祉事業団 

(7) 現在の管理運営費 １１１，３７０，０００円（年額）

２ 指定管理者となる団体の概要 

名   称 社会福祉法人川崎市社会福祉事業団

所 在 地 川崎市高津区久地３丁目１３番１号

代 表 者 名 理事長 長谷川 忠司

設 立 年 月 昭和６１年２月

基 本 財 産 

又は資本の額 
資産総額 ６６億６，００２万１，９４２円 

職 員 数 

又は従業員数 
理事８名、監事２名、職員５５２名 

設 立 目 的 多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創

意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、心身ともに健や

かに育成され、又はその有する能力に応じ自立した生活を地域社会において営

むことができるよう支援することを目的とする。 

事 業 概 要 
（平成２６年度） 

（１）第１種社会福祉事業

 ア 障害者支援施設の経営

 イ 特別養護老人ホームの経営

（２）第２種社会福祉事業

 ア 身体障害者福祉センターの経営

 イ 障害福祉サービス事業の経営

 ウ 地域活動支援センターの経営

 エ 一般相談支援事業・特定相談支援事業・障害児相談支援事業の経営

 オ 老人福祉センターの経営

 カ 老人短期入所事業の経営 

 キ 老人デイサービス事業の経営

 ク 在宅介護支援センターの経営

 ケ 認知症対応型老人共同生活援助事業の経営

 コ 保育所の経営

 サ 児童厚生施設（児童館）の経営

 シ 放課後児童健全育成事業の経営

 ス 地域子育て支援拠点事業の経営
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 セ 障害児通所支援事業の経営

決   算 
（平成２６年度） 

①事業活動による収支 

 事業活動収入計     ６，１２４，０３４，８５４円 

 事業活動支出計     ５，４６５，５１４，３７３円 

 事業活動資金収支差額    ６５８，５２０，４８１円・・・（１） 

②施設整備等による収支 

施設整備等収入計      ２８０，９３２，５４８円 

施設整備等支出計      ４５１，０３７，６１０円 

施設整備等資金収支差額  △１７０，１０５，０６２円・・・（２） 

③その他の活動による収支 

 その他の活動収入計      ８５，７３７，１６６円 

 その他の活動支出計     ２７４，１１８，６８５円 

 その他の活動資金収支差額 △１８８，３８１，５１９円・・・（３） 

④当期資金収支差額      ３００，０３３，９００円・・・（４） 

（（１）＋（２）＋（３）） 

⑤前期末支払資金残高   ２，２９１，７１８，０９０円・・・（５） 

⑥当期末支払資金残高   ２，５９１，７５１，９９０円 

（（４）＋（５）） 

３ 指定期間 

平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日まで 

４ 選定結果 

別紙のとおり 

５ 事業計画 

項  目 事業内容 

障害者支援に対する考え

方、方向性、取組 

(1)利用者が自分らしく生きていけることを目標に支援する。 

(2)二次的相談を担う専門機関としての役割を果たす。 

(3)専門職によるリハチーム体制で支援する。 

(4)権利擁護者として積極的に取り組む。 

施設運営計画（提供するサ

ービスの考え方、日課等） 

(1)利用者の健康状態や障害特性を考慮した多様なニーズに対応

できるプログラムのある生活介護、施設入所支援、短期入所 

(2)生活を前向きに変化させるための、ありとあらゆる活動を提供

する自立訓練 

(3)在宅で生活する障害者やその家族が最適な生活を送ることを

目指す支援を行う在宅リハビリテーション 

他機関等との連携について

の考え方 

・障害者が地域で生活するため、関係機関との連携を通して地域

での社会資源をネットワーク化 

・地域行事や各種活動への参加による積極的な地域交流 

課題の把握及び重点的な取

組についての考え方 

利用者満足度調査、第三者評価、利用者意見の収集、実習生・ボ

ランティア等の意見をもとにして、改善すべき課題を把握する。 

その他の事業提案 (1)地域リハビリテーションシステムの構築を進めること 

(2)高次脳機能障害者への積極的な支援 

(3)ウェルフェアイノベーション推進事業のアシスト 

(4)福祉用具等評価事業 

(5)診療所機能の充実 

(6)各関係機関との連携や技術支援の提供 
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(7)川崎市相談支援従事者研修への職員派遣 

(8)福祉機器の紹介 

(9)施設間の連携による利用者交流、情報交換、学習会 

(10)福祉とリハビリテーション従事者養成への貢献 

(11)地域講座等への協力やボランティア受入れを通しての積極的

地域交流と障害者理解への啓発活動の推進 

(12)利用者との交流を通しての教育への貢献 

６ 収支計画                               (単位：千円)

項 目 
金額（消費税及び地方消費税を含む。) 

２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 合 計 

 収  入 644,141 644,141 644,141 644,141 644,141 3,220,705

 指定管理料 122,912 122,912 122,912 122,912 122,912 614,560

 利 用 料 金 486,166 486,166 486,166 486,166 486,166 2,430,830

 その他の収入 35,063 35,063 35,063 35,063 35,063 175,315

支  出 630,516 637,503 641,476 646,366 650,076 3,205,937

※千円未満切上 
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別紙 

れいんぼう川崎の指定管理者の選定結果について 

１ 応募状況 

 応募団体：１団体 社会福祉法人川崎市社会福祉事業団 

２ 指定管理者選定評価委員会委員 

【学識経験者】赤塚 光子（元立教大学コミュニティ福祉学部教授、川崎市地域自立支援協議会会長 ） 

【学識経験者】柳田 正明（山梨県立大学人間福祉学部教授） 

【専門的知識を有する者】芳垣 康彦（横浜市鶴見区精神障害者生活支援センター所長） 

【財務の専門家】鈴木 稔巳（公認会計士） 

【財務の専門家】岸  敦子（公認会計士） 

３ 選定理由 

現在も指定管理者として当該施設の管理運営を行っており、重度の障害者に対して、日中及

び夜間において日常生活上の支援を行うとともに、生活能力の向上のための訓練等のサービス

を提供し、施設の機能を活用して在宅障害者のための自立の援助を行い、障害者の福祉の増進

を図ることを当該施設の設置目的とする仕様書に沿った提案がなされており、事業や収支の計

画も妥当といえる。 

また、運営状況も良好であり、今までどおり安定した施設運営が見込まれることなどを評価

し、当該団体を選定した。 

（１）施設の設置目的の達成及びサービスの向上 

入所者の福祉の増進と入所施設の機能を活用した在宅障害者の自立の援助という当該施

設の設置目的を十分に理解し、今までの運営実績を生かした、施設の管理運営に係る適切な

基本方針や事業計画等について具体的な提案がなされていた。 

（２）施設機能の発揮と管理経費の縮減 

効率的な施設運営に対する考え方・方針が明確に示されており、事業計画と整合がとれた

収支計画となっている点などを評価した。 

（３）事業の安定性及び継続性の確保への取組 

提案された職員体制が充実している点のほか、職員の資質向上に向けた取組などを評価し

た。 

（４）応募団体自身に関する事項 

当該施設及び類似施設の運営実績が豊富であり、運営実績を踏まえた提案がなされ、安定

した施設の管理運営が見込まれることを評価した。 

（５）応募団体の取組に関する事項 

各種規程の整備、コンプライアンス遵守のための取組等を評価した。 

（６）その他の事項（地域における公益的な活動） 

地域関係機関との連携を密にする等の取組が提案されていたことを評価した。 

28



４ 審査結果（※基準点６００点以上） 

選定基準 配点 (福)川崎市社会福祉事業団 

基
準
評
価
項
目

①施設の設置目的の達成及びサ

ービスの向上 
３５０点 ２５４点

②施設機能の発揮と管理経費の

縮減 
２７５点 １７８点

③事業の安定性及び継続性の確

保への取組 
２００点 １４２点

④応募団体自身に関する事項 
１００点 ７５点

⑤応募団体の取組に関する事項 
７５点 ５２点

基準評価 合計 １，０００点 ７０１点

加
算
評
価
項
目

その他の事項 

（地域における公益的な活動） 
５０点 ３６点

実績評価点 

（標準を０点として、加減点） 
２５点

総合計 １，０５０点 ７６２点

５ 提案額 

年   額  １２２，９１１，４７０円 

指定期間計  ６１４，５５７，３５０円  
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議案第１９９号参考資料 

１ 管理を行わせる公の施設の概要 

(1) 名称 御幸日中活動センター 

(2) 所在地 川崎市幸区紺屋町３３番地１ 

(3) 設置条例 川崎市心身障害者総合リハビリテーションセンター条例 

(4) 設置目的 在宅の障害者に対して、通所による創作的活動等のサービスを提

供し、障害者の自立の促進、生活の質の向上を図ることを目的とす

る。 

(5) 施設の事業内容 ①生活介護 ②施設の維持管理 ③その他施設の設置目的を達成す

るために必要な業務

(6) 現在の管理者 社会福祉法人県央福祉会 

(7) 現在の管理運営費 ０円

２ 指定管理者となる団体の概要 

名   称 社会福祉法人県央福祉会

所 在 地 神奈川県大和市柳橋５丁目３番地１

代 表 者 名 理事長 佐瀬 睦夫

設 立 年 月 昭和５８年１月

基 本 財 産 

又は資本の額 
資産総額 ２７億３，６９８万９，５３２円 

職 員 数 

又は従業員数 
理事９名、監事２名、職員１，２７１名 

設 立 目 的 多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創

意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を

地域社会において営むことができるよう支援することを目的とする。 

事 業 概 要 
（平成２６年度） 

（１）第２種社会福祉事業

  ア 児童の福祉の増進について相談に応ずる事業の経営

  イ 障害福祉サービス事業の経営

  ウ 老人居宅介護等事業の経営

  エ 相談支援事業の経営

  オ 認知症対応型老人共同生活援助事業の経営

  カ 地域活動支援センターの経営

  キ 移動支援事業の経営

  ク 福祉ホームの経営

  ケ 老人デイサービス事業の経営

  コ 保育所の経営

  サ 障害児通所支援事業の経営

  シ 一時預かり事業の経営

  ス 生計困難者に対する相談支援事業の経営

（２）公益事業

  ア 居宅介護支援事業

  イ 海老名市障害児通園事業

  ウ 県央地域就労援助センター事業

  エ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に

基づく地域生活支援事業

  オ 横浜市障害者就労支援センター事業
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  カ 障害者自立生活アシスタント派遣事業

  キ 川崎市障害者地域就労援助センター事業

  ク 障害者就業・生活支援センター事業

  ケ 海老名市立わかば会館管理業務事業

  コ 訪問看護の事業

  サ 診療所の事業 

決   算 
（平成２６年度） 

①就労支援事業活動による収支 

 就労支援事業活動収入計    １８２，９１９，３５０円 

 就労支援事業活動支出計    １８７，７７８，８２６円 

 就労支援事業活動資金収支差額  △４，８５９，４７６円・・・（１） 

②福祉事業活動による収支 

 福祉事業活動収入計    ５，２２２，８０６，２８４円 

 福祉事業活動支出計    ５，１３４，５９５，６０１円 

 福祉事業活動資金収支差額    ８８，２１０，６８３円・・・（２） 

③施設整備等による収支 

 施設整備等収入計       １８８，７５４，２３５円 

施設整備等支出計       ６７５，３００，２５２円 

施設整備等資金収支差額   △４８６，５４６，０１７円・・・（３） 

④財務活動による収支 

 財務活動収入計      １，１８４，２１６，１７１円 

 財務活動支出計        ７８９，９１６，４５０円 

 財務活動資金収支差額    △３９４，２９９，７２１円・・・（４） 

⑤当期資金収支差額        △８，８９５，０８９円・・・（５） 

（（１）＋（２）＋（３）＋（４）） 

⑥前期末支払資金残高    １，２２０，０７５，８００円・・・（６） 

⑦当期末支払資金残高    １，２１１，１８０，７１１円 

（（５）＋（６）） 

３ 指定期間 

平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日まで 

４ 選定結果 

別紙のとおり 

５ 事業計画 

項  目 事業内容 

障害者支援に対する考え

方、方向性、取組 

(1)人権の尊重と、サービスの質の向上を図る。 

(2)インフォームドコンセント及びエンパワーメントを大切にし

た利用者主体の支援を行う。 

(3)地域との共生を目指す。 

(4)ニーズの多様化・複雑さに対応する。 他 

施設運営計画（提供するサ

ービスの考え方、日課等） 

利用者の立場に立ち、「利用者主体」のもと、良質かつ適切なサ

ービス提供 

他機関等との連携について

の考え方 

社会参加を促進するとともに就労に向けた機会を確保するため、

地域の福祉分野に関連のある事業所、市民、ボランティア、民間

企業・団体、行政機関等と連携 

課題の把握及び重点的な取

組についての考え方 

将来に向けての心身機能の安定や向上を確立することができるよ

う、利用者の障害特性を把握するための定期的なアセスメントを
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実施 

その他の事業提案 (1)法人運営の診療所との連携 

(2)外部に向けた研修 

６ 収支計画                               (単位：千円)

項 目 
金額（消費税及び地方消費税を含む。) 

２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 合 計 

 収  入 81,621 85,121 88,621 92,121 95,621 443,105

 指定管理料 0 0 0 0 0 0

 利 用 料 金 77,790 81,115 84,440 87,765 91,090 422,200

 その他の収入 3,831 4,006 4,181 4,356 4,531 20,905

支  出 83,022 86,299 86,529 92,696 92,986 441,532
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別紙 

御幸日中活動センターの指定管理者の選定結果について 

１ 応募状況 

 応募団体：１団体 社会福祉法人県央福祉会 

２ 指定管理者選定評価委員会委員 

【学識経験者】赤塚 光子（元立教大学コミュニティ福祉学部教授、川崎市地域自立支援協議会会長 ） 

【学識経験者】柳田 正明（山梨県立大学人間福祉学部教授） 

【専門的知識を有する者】芳垣 康彦（横浜市鶴見区精神障害者生活支援センター所長） 

【財務の専門家】鈴木 稔巳（公認会計士） 

【財務の専門家】岸  敦子（公認会計士） 

３ 選定理由 

現在も指定管理者として当該施設の管理運営を行っており、在宅の障害者に対して、通所に

よる創作的活動等のサービスを提供し、障害者の自立の促進、生活の質の向上を図ることを当

該施設の設置目的とする仕様書に沿った提案がなされており、事業や収支の計画も妥当といえ

る。 

また、運営状況も良好であり、今までどおり安定した施設運営が見込まれることなどを評価

し、当該団体を選定した。 

（１）施設の設置目的の達成及びサービスの向上 

障害者の自立の促進、生活の質の向上という当該施設の設置目的を十分に理解し、今まで

の運営実績を生かした、施設の管理運営に係る適切な基本方針や事業計画等について具体的

な提案がなされていた。 

（２）施設機能の発揮と管理経費の縮減 

効率的な施設運営に対する考え方・方針が明確に示されており、事業計画と整合がとれた

収支計画となっている点などを評価した。 

（３）事業の安定性及び継続性の確保への取組 

提案された職員体制が充実している点のほか、職員の資質向上に向けた取組などを評価し

た。 

（４）応募団体自身に関する事項 

当該施設及び類似施設の運営実績が豊富であり、運営実績を踏まえた提案がなされ、安定

した施設の管理運営が見込まれることを評価した。 

（５）応募団体の取組に関する事項 

各種規程の整備、コンプライアンス遵守のための取組等を評価した。 

（６）その他の事項（地域における公益的な活動） 

地域住民が、自分たちの生活の向上が福祉事業とつながることで、互助の精神が街づくり

や地域文化にまで高められ、町で暮らすことの豊かさを享受できるようになるという提案等

がされていたことを評価した。 
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４ 審査結果（※基準点６００点以上） 

選定基準 配点 (福)県央福祉会 

基
準
評
価
項
目

①施設の設置目的の達成及びサ

ービスの向上 
３５０点 ２４３点

②施設機能の発揮と管理経費の

縮減 
２７５点 １６９点

③事業の安定性及び継続性の確

保への取組 
２００点 １３１点

④応募団体自身に関する事項 
１００点 ７４点

⑤応募団体の取組に関する事項 
７５点 ４８点

基準評価 合計 １，０００点 ６６５点

加
算
評
価
項
目

その他の事項 

（地域における公益的な活動） 
５０点 ３４点

実績評価点 

（標準を０点として、加減点） 
２５点

総合計 １，０５０点 ７２４点

５ 提案額 

年   額   ０円 

指定期間計   ０円  

(利用料金収入により運営）

35



36



議案第２００号参考資料 

１ 管理を行わせる公の施設の概要 

(1) 名称 ふじみ園及び川崎市南部身体障害者福祉会館 

(2) 所在地 川崎市川崎区大島１丁目８番６号 

(3) 設置条例 川崎市心身障害者総合リハビリテーションセンター条例 

川崎市身体障害者福祉会館条例 

(4) 設置目的 【ふじみ園】 

 在宅の知的障害者について、日常生活上の支援、創作活動や生産

活動の機会の提供などを行い、自立や社会参加の促進を図ることを

目的とする。 

【川崎市南部身体障害者福祉会館】 

身体障害者の自立更生を援助するとともに、身体障害者福祉に係

る地域活動を促進し、もって地域における身体障害者の福祉の増進

を図ることを目的とする。 

(5) 施設の事業内容 【ふじみ園】

①生活介護 ②就労継続支援Ｂ型 ③相談支援 ④施設の維持管理

⑤その他施設の設置目的を達成するために必要な業務 

【川崎市南部身体障害者福祉会館】

①身体障害者の自立更生に必要な相談に応じ、助言又は指導を行う

こと ②身体障害者の社会生活への適応を促進するための講習会、

研修会等の実施 ③生活介護 ④就労継続支援Ｂ型 ⑤身体障害者

福祉団体等の行う身体障害者福祉に係る地域活動を促進するために

必要な便宜の提供 ⑥施設の維持管理 ⑦その他施設の設置目的を

達成するために必要な業務

(6) 現在の管理者 社会福祉法人川崎市社会福祉事業団 

(7) 現在の管理運営費 ふじみ園  ０円（利用料金で運営） 

川崎市南部身体障害者福祉会館  ３１，４１８，７００円（年額）

２ 指定管理者となる団体の概要 

名   称 社会福祉法人川崎市社会福祉事業団

所 在 地 川崎市高津区久地３丁目１３番１号

代 表 者 名 理事長 長谷川 忠司

設 立 年 月 昭和６１年２月

基 本 財 産 

又は資本の額 
資産総額 ６６億６，００２万１，９４２円 

職 員 数 

又は従業員数 
理事８名、監事２名、職員５５２名 

設 立 目 的 多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創

意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、心身ともに健や

かに育成され、又はその有する能力に応じ自立した生活を地域社会において営

むことができるよう支援することを目的とする。 

事 業 概 要 
（平成２６年度） 

（１）第１種社会福祉事業

 ア 障害者支援施設の経営

 イ 特別養護老人ホームの経営

（２）第２種社会福祉事業

 ア 身体障害者福祉センターの経営
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 イ 障害福祉サービス事業の経営

 ウ 地域活動支援センターの経営

 エ 一般相談支援事業・特定相談支援事業・障害児相談支援事業の経営

 オ 老人福祉センターの経営

 カ 老人短期入所事業の経営 

 キ 老人デイサービス事業の経営

 ク 在宅介護支援センターの経営

 ケ 認知症対応型老人共同生活援助事業の経営

 コ 保育所の経営

 サ 児童厚生施設（児童館）の経営

 シ 放課後児童健全育成事業の経営

 ス 地域子育て支援拠点事業の経営

 セ 障害児通所支援事業の経営

決   算 
（平成２６年度） 

①事業活動による収支 

 事業活動収入計     ６，１２４，０３４，８５４円 

 事業活動支出計     ５，４６５，５１４，３７３円 

 事業活動資金収支差額    ６５８，５２０，４８１円・・・（１） 

②施設整備等による収支 

施設整備等収入計      ２８０，９３２，５４８円 

施設整備等支出計      ４５１，０３７，６１０円 

施設整備等資金収支差額  △１７０，１０５，０６２円・・・（２） 

③その他の活動による収支 

 その他の活動収入計      ８５，７３７，１６６円 

 その他の活動支出計     ２７４，１１８，６８５円 

 その他の活動資金収支差額 △１８８，３８１，５１９円・・・（３） 

④当期資金収支差額      ３００，０３３，９００円・・・（４） 

（（１）＋（２）＋（３）） 

⑤前期末支払資金残高   ２，２９１，７１８，０９０円・・・（５） 

⑥当期末支払資金残高   ２，５９１，７５１，９９０円 

（（４）＋（５）） 

３ 指定期間 

平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日まで 

４ 選定結果 

別紙のとおり 

５ 事業計画 

(1) ふじみ園

項  目 事業内容 

障害者支援に対する考え

方、方向性、取組 

(1)体験実習を行い、利用者が支援を理解・納得したうえでサービ

スを提供し、利用開始後は面談等により不安なく適応できるよう

に支援する。 

(2)利用者のニーズとストレングスをもとにした個別支援計画を

もとに、サービス提供する。 

(3)利用者帰宅後に当日関わった職員が個別支援計画に沿った記

録を行う。 

(4)業務標準マニュアルを作成し、職員が変わっても均一なサービ
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スを提供する。  他 

施設運営計画（提供するサ

ービスの考え方、日課等） 

(1)日常生活を営む上で何らかの支援が必要な利用者への、軽作業

等利用者のニーズに基づいたプログラム提供 

(2)作業等の活動機会の提供による工賃の保証と利用者ニーズに

応じた情報提供 

他機関等との連携について

の考え方 

保健福祉センター、地域包括支援センター、障害福祉サービス事

業所等利用者を取り巻く支援者と連携し、利用者が地域で豊かな

生活ができるよう支援 

課題の把握及び重点的な取

組についての考え方 

利用者満足度調査、第三者評価、利用者意見の収集、実習生・ボ

ランティア等の意見をもとにして、改善すべき課題を把握する。 

その他の事業提案 (1)利用者への給食提供 

(2)送迎サービス 

(3)利用者の社会体験の増進 

(4)「仲間の会」の運営支援 

(5)メール連絡網 

(2) 川崎市南部身体障害者福祉会館 

項  目 事業内容 

障害者支援に対する考え

方、方向性、取組 

(1) 障害者団体及びボランティア団体等に活動と交流の場を提供

して便宜を図るとともに、各種講習会を通してボランティアの育

成と小・中学生への障害者福祉の普及・啓発に努める。 

(2) 作業室の利用者一人ひとりが、住み慣れた地域で自分らしい

生活が営めるよう、利用者の意思決定を尊重した支援を行う。 

施設運営計画（提供するサ

ービスの考え方、日課等） 

(1) 会館における障害福祉の啓発・普及及びボランティアの育成 

(2) 作業室における利用者への生活支援（送迎サービス、介護・

日常生活の支援）及び活動支援（軽作業等の生産活動や創作的活

動の機会の提供、余暇活動、宿泊旅行） 

他機関等との連携について

の考え方 

(1) 地域の障害者団体、ボランティアサークル等で構成する運営

委員会を開催し、会館運営について話し合う。 

(2) 地域交流事業として南身館フェスティバルを開催する。 

(3) 小・中学校、高校の社会福祉に関する授業への協力。 等 

課題の把握及び重点的な取

組についての考え方 

年に1回、地域の障害者団体、ボランティアサークル等で構成する

運営委員会を開き、事業計画、事業報告への審議を行うことで、

委員会の意見を会館運営に反映し、課題の解決につなげていく。 

その他の事業提案 (1) 建物修繕 

(2) 地域交流事業 

(3) 作業室利用者への給食提供 

(4) 作業室での専門職実習受け入れ 
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６ 収支計画 

(1) ふじみ園                               (単位：千円)

項 目 
金額（消費税及び地方消費税を含む。) 

２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 合 計 

 収  入 159,319 159,319 159,319 159,319 159,319 796,595

 指定管理料 0 0 0 0 0 0

 利 用 料 金 149,920 149,920 149,920 149,920 149,920 749,600

 その他の収入 9,399 9,399 9,399 9,399 9,399 46,995

支  出 144,740 144,740 144,740 144,740 144,740 723,700

 (2) 川崎市南部身体障害者福祉会館                     (単位：千円) 

項 目 
金額（消費税及び地方消費税を含む。) 

２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 合 計 

 収  入 86,168 86,184 86,184 86,184 86,184 430,904

 指定管理料 31,418 31,418 31,418 31,418 31,418 157,090

 利 用 料 金 53,600 53,600 53,600 53,600 53,600 268,000

 その他の収入 1,150 1,166 1,166 1,166 1,166 5,814

支  出 79,821 80,697 81,104 81,525 81,965 405,112
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別紙 

ふじみ園及び川崎市南部身体障害者福祉会館の指定管理者の選定結果について 

１ 応募状況 

 応募団体：１団体 社会福祉法人川崎市社会福祉事業団 

２ 指定管理者選定評価委員会委員 

【学識経験者】赤塚 光子（元立教大学コミュニティ福祉学部教授、川崎市地域自立支援協議会会長 ） 

【学識経験者】柳田 正明（山梨県立大学人間福祉学部教授） 

【専門的知識を有する者】芳垣 康彦（横浜市鶴見区精神障害者生活支援センター所長） 

【財務の専門家】鈴木 稔巳（公認会計士） 

【財務の専門家】岸  敦子（公認会計士） 

３ 選定理由 

現在も指定管理者として当該施設の管理運営を行っており、事業や収支の計画も妥当といえ、

地域における身体障害者の福祉の増進を図ること及び障害者の自立の促進と生活の質の向上

を当該施設の設置目的とする仕様書に沿った提案がなされている。 

また、運営状況も良好であり、今までどおり安定した施設運営が見込まれることなどを評価

し、当該団体を選定した。 

（１）施設の設置目的の達成とサービスの向上 

地域における身体障害者の福祉の増進を図ること及び障害者の自立の促進と生活の質の

向上のための施設という当該施設の設置目的を十分に理解し、今までの運営実績を生かした、

施設の管理運営に係る適切な基本方針等について具体的な提案がなされていた。 

また、設置目的に沿った地域交流事業、小中学校等で行われている社会福祉に関する授業

への協力など、具体的な事業提案がなされている点を評価した。 

（２）施設機能の発揮と管理経費の縮減 

建物の長寿命化に向けた取り組みなど、効率的な施設運営に対する考え方・方針が明確に

示されており、事業計画と整合がとれた収支計画となっている点などを評価した。 

（３）事業の安定性及び継続性の確保への取組 

提案された職員体制が充実している点のほか、職員研修の定期的な実施が予定されており、

職員の資質向上に積極的な点を評価した。 

（４）応募団体自身に関する項目 

当該施設及び類似施設の運営実績も多く、安定した施設の管理運営が見込まれることを評

価した。 

（５）応募団体の取組に関する事項 

組織及び運営に関する個人情報保護等の規定も整備されており、職員研修の実施などの具

体的な取組の提案がされていたことなどを評価した。 

（６）その他の事項（地域における公益的な活動） 

災害時には地域住民を含めて備えると提案のなされた点を評価した。 
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４ 審査結果（※基準点６００点以上） 

選定基準 配点 
社会福祉法人 

川崎市社会福祉事業団 

基
準
評
価
項
目

①施設の設置目的の達成及びサ

ービスの向上 
３５０点 ２３５点

②施設機能の発揮と管理経費の

縮減 
２７５点 １７４点

③事業の安定性及び継続性の確

保への取組 
２００点 １２２点

④応募団体自身に関する事項 
１００点 ７３点

⑤応募団体の取組に関する事項
７５点 ４８点

基準評価 合計 １，０００点 ６５２点

加
算
評
価
項
目

その他の事項 

（地域における公益的な活動）
５０点 ３２点

実績評価点 

（標準を０点として、加減点） 
２５点

総合計 １，０５０点 ７０９点

５ 提案額 

年   額   ３１，４１８，０００円 

指定期間計  １５７，０９０，０００円  

(川崎市南部身体障害者福祉会館作業室及びふじみ園は利用料金収入により運営）
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議案第２０１号参考資料 

１ 管理を行わせる公の施設の概要 

(1) 名称 川崎市中部身体障害者福祉会館 

(2) 所在地 川崎市中原区小杉御殿町２丁目１１４番地１ 

(3) 設置条例 川崎市身体障害者福祉会館条例 

(4) 設置目的 身体障害者の自立更生を援助するとともに、身体障害者の福祉に係

る地域活動を促進し、もって地域における身体障害者の福祉の増進

を図ることを目的とする。 

(5) 施設の事業内容 ①身体障害者の自立更生に必要な相談に応じ、助言又は指導を行う

こと ②身体障害者の社会生活への適応を促進するための講習会、

研修会等の実施 ③生活介護 ④就労継続支援Ｂ型 

⑤身体障害者福祉団体等の行う身体障害者福祉に係る地域活動を促

進するために必要な便宜の提供 ⑥施設の維持管理 ⑦その他施設

の設置目的を達成するために必要な業務 

(6) 現在の管理者 公益財団法人川崎市身体障害者協会 

(7) 現在の管理運営費 ２０，５８３，４３２円（年額） 

２ 指定管理者となる団体の概要 

名   称 公益財団法人川崎市身体障害者協会

所 在 地 川崎市川崎区大島１丁目８番６号

代 表 者 名 理事長 中込 義昌

設 立 年 月 平成２５年４月（旧財団の設立：昭和５９年３月）

基 本 財 産 

又は資本の額 
資産総額 １億５，０６５万３，５６４円 

職 員 数 

又は従業員数 
理事１０名、監事２名、評議員８名、常勤職員１６名 

設 立 目 的 川崎市内の身体障害者に対する援護と福祉に関する事業を実施するととも

に、身体障害者の自立更生と福祉向上に寄与することを目的とする。 

事 業 概 要 
（平成２６年度） 

(1) 身体障害者団体に対する組織活動の推進事業

ア 身体障害者福祉大会の開催

(2) 身体障害者の福祉事業の推進

ア ふれあい事業

イ 移動支援事業

(3) 地方公共団体からの受託事業の実施及び指定管理事業

ア 障害者スポーツ大会の開催

イ 福祉キャブ運行事業

ウ コミュニケーションの確保等事業

エ 生活訓練事業

オ スポーツ振興事業

(4) 身体障害者スポーツ及び文化活動の促進に関する事業

ア スポーツ・レクレーション教室の開催

(5) 障害者・児に関する第２種社会福祉事業

 ア 地域相談支援センター運営

 イ タイムケアセンター運営 

決   算 
（平成２６年度） 

①一般正味財源増減の部 

 経常収益計        ２４４，０６０，９１８円 
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 経常費用計        ２４２，１０６，５７５円 

 当期経常増減額        １，９５４，３４３円・・・（１） 

②経常外増減の部 

経常外収益計           ９９９，０００円 

経常外費用計                 ０円 

 当期経常外増減額         ９９９，０００円・・・（２） 

③当期一般正味財産増減額    ２，９５３，３４３円・・・（３） 

（（１）＋（２））  

④一般正味財産期首残高   １４７，７００，２２１円・・・（４） 

⑤当期繰越収支差額     １５０，６５３，５６４円 

（（３）＋（４）） 

３ 指定期間 

平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日まで 

４ 選定結果 

別紙のとおり 

５ 事業計画 

項  目 事業内容 

障害者支援に対する考え

方、方向性、取組 

(1) 誰もが安心して施設を利用できるよう充実したサービスの提

供を図る。 

(2) 地域における施設の理解を深め、地域住民との相互理解を深

めるとともに地域福祉の促進を図る。 

(3) 作業室の支援の充実と、より専門的な支援を図る。 

(4) 作業室利用者の高齢化及び障害の重度化を鑑み、利用者の健

康管理を担う看護師の配置時間を増やす。 等 

施設運営計画（提供するサ

ービスの考え方、日課等） 

(1) 身体障害者への助言・指導、相談業務 

(2) ボランティアの育成及び援助 

(3) 地域福祉活動を進めるための行事・講習会等の実施 

(4) 障害者及び福祉関係者等が実施する会議、研修会のための会

議室等の提供 

(5) 空き部屋を活用した中身館タイムケアセンター運営 

(6) 作業室における創作的な活動、販売活動に加え、利用者が自

己選択・自己決定できる機会の設定、利用者の希望やニーズを基

本としたケアマネジメントを行う。 等 

他機関等との連携について

の考え方 

利用者への支援の充実とより専門的な支援を行うため、様々な関

係機関との連携を積極的に図り、施設運営の向上に役立てる。 

課題の把握及び重点的な取

組についての考え方 

(1) 職員会議において福祉会館の管理運営上の課題や問題点につ

いて洗い出しを行うと共に、利用団体懇談会や運営委員会、意見

箱の設置などにより改善を図る。 

(2) 利用率の低い夜間や土日の各部屋の提供について、より積極

的な周知・広報によって利用率の向上に努める。 

(3) 作業室内での虐待防止のために職員研修を行うとともに、保

護者に対する支援などにも積極的に取り組む。 

その他の事業提案 (1) 中身館タイムケアセンターの運営 

(2) 市民への空き会議室等の開放 
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６ 収支計画                              (単位：千円) 

項 目 
金額（消費税及び地方消費税を含む。) 

２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 合 計 

 収  入 70,679 72,658 74,632 76,587 78,556 373,112

 指定管理料 20,617 20,617 20,617 20,617 20,617 103,085

 利用料金 47,430 49,331 51,232 53,132 55,033 256,158

その他 2,632 2,710 2,783 2,838 2,906 13,869

支  出 72,284 73,908 74,530 75,449 76,941 373,112
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別紙 

川崎市中部身体障害者福祉会館の指定管理者の選定結果について 

１ 応募状況 

 応募団体：１団体 公益財団法人川崎市身体障害者協会 

２ 指定管理者選定評価委員会委員 

【学識経験者】赤塚 光子（元立教大学コミュニティ福祉学部教授、川崎市地域自立支援協議会会長 ） 

【学識経験者】柳田 正明（山梨県立大学人間福祉学部教授） 

【専門的知識を有する者】芳垣 康彦（横浜市鶴見区精神障害者生活支援センター所長） 

【財務の専門家】鈴木 稔巳（公認会計士） 

【財務の専門家】岸  敦子（公認会計士） 

３ 選定理由 

現在も指定管理者として当該施設の管理運営を行っており、事業や収支の計画も妥当といえ、

地域における身体障害者の福祉の増進を図ることを当該施設の設置目的とする仕様書に沿っ

た提案がなされている。 

また、運営状況も良好であり、今までどおり安定した施設運営が見込まれることなどを評価

し、当該団体を選定した。 

（１）施設の設置目的の達成とサービスの向上 

地域における身体障害者の福祉の増進を図るための施設という当該施設の設置目的を十

分に理解し、今までの運営実績を生かした、施設の管理運営に係る適切な基本方針等につい

て具体的な提案がなされていた。 

また、福祉団体等と連携し、利用者ニーズを踏まえた講習会の開催や、空き会議室の活用

など、具体的な事業提案がなされた点を評価した。 

（２）施設機能の発揮と管理経費の縮減 

効率的な施設運営に対する考え方・方針が明確に示されており、今後の建物の長寿命化に

備えた経費を見積もるなど、事業計画と整合性のとれた収支計画となっている点などを評価

した。 

（３）事業の安定性及び継続性の確保への取組 

モニタリングについての考え方、主体的な業務改善に向けた取組が明確に示されており、

利用者意見の把握方法と反映方法についての仕組みが整っていた。 

また、職員のスキルアップを目指した様々な研修の実施が予定されており、職員の資質向

上に積極的な点を評価した。 

（４）応募団体自身に関する項目 

   身体障害者に対する知識・理解が豊富であり、それらの実績等を踏まえた施設の管理運営

が見込まれることを評価した。 

（５）応募団体の取組に関する事項 

組織及び運営に関する個人情報保護等の規定も整備されており、利用者が作業等のために

パソコンを使用していることを踏まえ、情報漏えい防止に備えたルールを策定するなど、具

体的な取組の提案がされていたことなどを評価した。 
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（６）その他の事項（地域における公益的な活動） 

公益財団法人として、利用者及び近隣住民のニーズを把握し対応できるよう取り組む点を

評価した。 

４ 審査結果（※基準点６００点以上） 

選定基準 配点 
公益財団法人 

川崎市身体障害者協会 

基
準
評
価
項
目

①施設の設置目的の達成及びサー

ビスの向上 
３５０点 ２４１点

②施設機能の発揮と管理経費の縮

減 
２７５点 １６５点

③事業の安定性及び継続性の確保

への取組 
２００点 １２８点

④応募団体自身に関する事項 
１００点 ７０点

⑤応募団体の取組に関する事項 
７５点 ４９点

基準評価 合計 １，０００点 ６５３点

加
算
評
価
項
目

その他の事項 

（地域における公益的な活動） 
５０点 ３６点

実績評価点 

（標準を０点として、加減点） 
１２.５点

総合計 １，０５０点 ７０１.５点

５ 提案額 

年   額   ２０，６１７，０００円

指定期間計  １０３，０８５，０００円

（川崎市中部身体障害者福祉会館作業室は利用料金収入により運営）
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議案第２０１号参考資料 

１ 管理を行わせる公の施設の概要 

(1) 名称 川崎市多摩川の里身体障害者福祉会館 

(2) 所在地 川崎市多摩区中野島６丁目１３番５号 

(3) 設置条例 川崎市身体障害者福祉会館条例 

(4) 設置目的 身体障害者の自立更生を援助するとともに、身体障害者福祉に係る

地域活動を促進し、もって地域における身体障害者の福祉の増進を

図ることを目的とする。 

(5) 施設の事業内容 ①身体障害者の自立更生に必要な相談に応じ、助言又は指導を行う

こと ②身体障害者の社会生活への適応を促進するための講習会、

研修会等の実施 ③生活介護 ④身体障害者福祉団体等の行う身体

障害者福祉に係る地域活動を促進するために必要な便宜の提供 ⑤

施設の維持管理 ⑥その他施設の設置目的を達成するために必要な

業務 

(6) 現在の管理者 社会福祉法人川崎市社会福祉事業団 

(7) 現在の管理運営費 ２９，３３５，１６２円（年額） 

２ 指定管理者となる団体の概要 

名   称 社会福祉法人川崎市社会福祉事業団

所 在 地 川崎市高津区久地３丁目１３番１号

代 表 者 名 理事長 長谷川 忠司

設 立 年 月 昭和６１年２月

基 本 財 産 

又は資本の額 
資産総額 ６６億６，００２万１，９４２円 

職 員 数 

又は従業員数 
理事８名、監事２名、職員５５２名 

設 立 目 的 多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創

意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、心身ともに健や

かに育成され、又はその有する能力に応じ自立した生活を地域社会において営

むことができるよう支援することを目的とする。 

事 業 概 要 
（平成２６年度） 

（１）第１種社会福祉事業

 ア 障害者支援施設の経営

 イ 特別養護老人ホームの経営

（２）第２種社会福祉事業

 ア 身体障害者福祉センターの経営

 イ 障害福祉サービス事業の経営

 ウ 地域活動支援センターの経営

 エ 一般相談支援事業･特定相談支援事業･障害児相談支援事業の経営

 オ 老人福祉センターの経営

 カ 老人短期入所事業の経営

 キ 老人デイサービス事業の経営

 ク 在宅介護支援センターの経営

 ケ 認知症対応型老人共同生活援助事業の経営

 コ 保育所の経営

 サ 児童厚生施設（児童館）の経営

 シ 放課後児童健全育成事業の経営
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 ス 地域子育て支援拠点事業の経営

 セ 障害児通所支援事業の経営

決   算 
（平成２６年度） 

①事業活動による収支 

 事業活動収入計     ６，１２４，０３４，８５４円 

 事業活動支出計     ５，４６５，５１４，３７３円 

 事業活動資金収支差額    ６５８，５２０，４８１円・・・（１） 

②施設整備等による収支 

施設整備等収入計      ２８０，９３２，５４８円 

施設整備等支出計      ４５１，０３７，６１０円 

施設整備等資金収支差額  △１７０，１０５，０６２円・・・（２） 

③その他の活動による収支 

 その他の活動収入計      ８５，７３７，１６６円 

 その他の活動支出計     ２７４，１１８，６８５円 

 その他の活動資金収支差額 △１８８，３８１，５１９円・・・（３） 

④当期資金収支差額      ３００，０３３，９００円・・・（４） 

（（１）＋（２）＋（３）） 

⑤前期末支払資金残高   ２，２９１，７１８，０９０円・・・（５） 

⑥当期末支払資金残高   ２，５９１，７５１，９９０円 

（（４）＋（５）） 

３ 指定期間 

平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日まで 

４ 選定結果 

別紙のとおり 

５ 事業計画 

項  目 事業内容 

障害者支援に対する考え

方、方向性、取組 

(1) 障害者団体及びボランティア団体等に活動と交流の場を提供

することで障害者の社会参加を推進し、各種講習会を通してボラ

ンティアの育成、小学生を対象とした講習会の開催により福祉教

育の一助となることで、地域の障害者福祉の充実に貢献する。ま

た、地域で生活する障害者及びその家族などの相談に応じ、地域

生活に必要な支援を行う。 

(2) 作業室においては、在宅障害者へ日中活動の場を提供するこ

とで、利用者の豊かなライフステージの築きと、介護者の負担軽

減を念頭においた家族支援を実施する。 

(3) 特別支援学校卒業生の動向を把握し、実習や受け入れについ

ての情報交換を積極的に行う。 

施設運営計画（提供するサ

ービスの考え方、日課等） 

(1) 障害者団体及びその家族ならびにボランティア等関係団体に

対する便宜の供与 

(2) 各種講習会の実施 

(3) 身体障害者への助言・指導、相談業務 

(4) 地域への施設開放 

(5) 作業室における生活支援（機能訓練、日常生活訓練、健康管

理、社会経験の充実）及び活動支援（創作的活動、身体及び感覚

機能の維持向上及びリラクゼーション活動、レクリエーション、

行事） 
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他機関等との連携について

の考え方 

(1) 市内の身体障害者福祉会館と定期的に連絡会を開催し、講習

会等の情報を共有することで、よりよい会館運営を目指す。 

(2) 作業室利用者が家族と共に充実した在宅生活を送ることがで

きるよう、区役所保健福祉センター、障害者生活相談支援センタ

ー、ヘルパー事業所と連携をとる。 

課題の把握及び重点的な取

組についての考え方 

(1) 年2回、地域の障害者団体、地区社協から構成される運営委員

会を開き、事業計画、事業報告への審議を行うことで、委員会の

意見を会館運営に反映し、課題の解決につなげていく。 

(2) 講習会受講者が講習会終了後もボランティア活動へ継続的に

参加するよう積極的に働きかける。 

(3) 作業室利用者の家族との連絡ノートの活用。 

(4) 作業室利用者及び家族の高齢化に伴う機能の低下及び家族の

介護負担の軽減へ重点的に取り組み、嚥下状態、身体状況等に留

意した支援を行う。 

その他の事業提案 (1) ＳＮＳを活用した地域への情報発信 

(2) 会館設備開放事業 

(3) 重度の障害で医療的な支援が必要な利用者の積極的な受け入

れ及び食形態や介助方法の工夫による経口摂取の支援 

６ 収支計画                              (単位：千円) 

項 目 
金額（消費税及び地方消費税を含む。) 

２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 合 計 

 収  入 131,177 131,177 131,177 131,177 131,177 655,885

 指定管理料 26,148 26,148 26,148 26,148 26,148 130,740

 利 用 料 金 103,546 103,546 103,546 103,546 103,546 517,730

 その他の収入 1,483 1,483 1,483 1,483 1,483 7,415

支  出 109,990 111,784 112,238 112,717 113,210 559,939
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別紙 

川崎市多摩川の里身体障害者福祉会館の指定管理者の選定結果について 

１ 応募状況 

 応募団体：１団体 社会福祉法人川崎市社会福祉事業団 

２ 指定管理者選定評価委員会委員 

【学識経験者】赤塚 光子（元立教大学コミュニティ福祉学部教授、川崎市地域自立支援協議会会長 ） 

【学識経験者】柳田 正明（山梨県立大学人間福祉学部教授） 

【専門的知識を有する者】芳垣 康彦（横浜市鶴見区精神障害者生活支援センター所長） 

【財務の専門家】鈴木 稔巳（公認会計士） 

【財務の専門家】岸  敦子（公認会計士） 

３ 選定理由 

現在も指定管理者として当該施設の管理運営を行っており、事業や収支の計画も妥当といえ、

地域における身体障害者の福祉の増進を図ることを当該施設の設置目的とする仕様書に沿っ

た提案がなされている。 

また、運営状況も良好であり、今までどおり安定した施設運営が見込まれることなどを評価

し、当該団体を選定した。 

（１）施設の設置目的の達成とサービスの向上 

地域における身体障害者の福祉の増進を図るための施設という当該施設の設置目的を十

分に理解し、今までの運営実績を生かした、施設の管理運営に係る適切な基本方針等につい

て具体的な提案がなされていた。 

また、設置目的に沿ったボランティアの育成、小学生を対象とした講習会の実施のほか、

重度の障害で医療的支援が必要な方の利用も積極的に受け入れるなど、具体的な事業提案が

なされた点を評価した。 

（２）施設機能の発揮と管理経費の縮減 

建物の長寿命化に向けた取り組みなど、効率的な施設運営に対する考え方・方針が明確に

示されており、事業計画と整合がとれた収支計画となっている点などを評価した。 

（３）事業の安定性及び継続性の確保への取組 

提案された職員体制が充実している点のほか、職員研修の定期的な実施が予定されており、

職員の資質向上に積極的な点を評価した。 

（４）応募団体自身に関する項目 

当該施設及び類似施設の運営実績も多く、安定した施設の管理運営が見込まれることを評

価した。 

（５）応募団体の取組に関する事項 

組織及び運営に関する個人情報保護等の規定も整備されており、職員研修の実施などの具

体的な取組の提案がされていたことなどを評価した。 

（６）その他の事項（地域における公益的な活動） 

地域交流促進のための場の提供、災害時要援護者への支援、生活保護世帯等の子供への教
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育支援など、地域福祉の増進に向けた提案がなされた点を評価した。 

４ 審査結果（※基準点６００点以上） 

選定基準 配点 
社会福祉法人 

川崎市社会福祉事業団 

基
準
評
価
項
目

①施設の設置目的の達成及びサー

ビスの向上 
３５０点 ２３７点

②施設機能の発揮と管理経費の縮

減 
２７５点 １７９点

③事業の安定性及び継続性の確保

への取組 
２００点 １３９点

④応募団体自身に関する事項 
１００点 ７３点

⑤応募団体の取組に関する事項 
７５点 ５２点

基準評価 合計 １，０００点 ６８０点

加
算
評
価
項
目

その他の事項 

（地域における公益的な活動） 
５０点 ３６点

実績評価点 

（標準を０点として、加減点） 
１２.５点

総合計 １，０５０点 ７２８.５点

５ 提案額 

年   額   ２６，１４８，０００円 

指定期間計  １３０，７４０，０００円  

(川崎市多摩川の里身体障害者福祉会館作業室は利用料金収入により運営） 
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議案第２０２号参考資料 

１ 管理を行わせる公の施設の概要 

(1) 名称 川崎市北部身体障害者福祉会館及び川崎市わーくす高津 

(2) 所在地 川崎市高津区溝口１丁目１８番１６号 

(3) 設置条例 川崎市身体障害者福祉会館条例、川崎市障害者就労支援施設条例 

(4) 設置目的 【川崎市北部身体障害者福祉会館】 

身体障害者の自立更生を援助するとともに、身体障害者の福祉に

係る地域活動を促進し、もって地域における身体障害者の福祉の増

進を図ることを目的とする。 

【川崎市わーくす高津】 

障害者に対し知識能力の向上のために必要な訓練等の便宜を供与

するとともに、障害者に対する就労の機会の提供等を行い、もって

障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。 

(5) 施設の事業内容 【川崎市北部身体障害者福祉会館】 

①身体障害者の自立更生に必要な相談に応じ、助言又は指導を行う

こと ②身体障害者の社会生活への適応を促進するための講習会、

研修会等の実施 ③生活介護 ④就労継続支援Ｂ型 ⑤身体障害者

福祉団体等の行う身体障害者福祉に係る地域活動を促進するために

必要な便宜の提供 ⑥施設の維持管理 ⑦川崎市福祉バスの受付業

務 ⑧その他施設の設置目的を達成するために必要な業務 

【川崎市わーくす高津】 

①就労継続支援Ｂ型事業 ②相談支援事業 ③施設の維持管理 

④その他施設の設置目的を達成するために必要な業務 

(6) 現在の管理者 社会福祉法人育桜福祉会 

(7) 現在の管理運営費 川崎市北部身体障害者福祉会館 ２１，４２９，５２３円（年額） 

川崎市わーくす高津 ０円（利用料金で運営） 

２ 指定管理者となる団体の概要 

名   称 社会福祉法人育桜福祉会

所 在 地 川崎市中原区西加瀬１０番３号

代 表 者 名 理事長 生亀 洋子

設 立 年 月 昭和５６年２月

基本財産  

又は資本の額 
資産総額 ２５億２，１８１万９，８７８円 

職 員 数 

又は従業員数 
理事６名、監事２名、職員２０９名 

設立目的  多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう

創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生

活を地域社会において営むことができるよう支援することを目的とする。 

事業概要  
（平成２６年度） 

(1) 第１種社会福祉事業 

ア 障害者支援施設の経営 

(2) 第２種社会福祉事業 

 ア 障害福祉サービス事業の経営 

 イ 相談支援事業の経営 

 ウ 地域生活支援事業の経営 

 エ 身体障害者福祉センターの経営 

55



(3) 収益を目的とする事業 

 ア 「障害者ふれあいショップ」の設置経営 

決   算 
（平成２６年度） 

①事業活動による収支 

 事業活動収入計     ２，０１１，９２０，４０６円 

 事業活動支出計     １，９３６，６９５，０７６円 

 事業活動資金収支差額     ７５，２２５，３３０円・・・（１） 

②施設整備等による収支 

施設整備等収入計      ４２１，２４６，４０１円 

施設整備等支出計      ４８４，６４９，８４２円 

施設整備等資金収支差額   △６３，４０３，４４１円・・・（２） 

③その他の活動による収支 

 その他の活動収入計       ７，８６１，２５０円 

 その他の活動支出計      ２０，６１５，４５０円 

 その他の活動資金収支差額  △１２，７５４，２００円・・・（３） 

④当期資金収支差額          △９３２，３１１円・・・（４） 

（（１）＋（２）＋（３）） 

⑤前期末支払資金残高     ６１９，４９７，０１３円・・・（５） 

⑥当期末支払資金残高     ６１８，５６４，７０２円 

（（４）＋（５）） 

３ 指定期間 

平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日まで 

４ 選定結果 

別紙のとおり 

５ 事業計画 

(1) 川崎市北部身体障害者福祉会館

項  目 事業内容 

障害者支援に対する考え

方、方向性、取組 

(1) 全ての障害者の立場に立った会館運営を進める。 

(2) 障害を持つ利用者、家族、関係者及び地域が持つ福祉サービ

スに対するニーズに沿った事業展開を図る。 

(3) 障害を持つ利用者個人の尊厳が守られる暮らしに必要な選択

の自由、自己決定及び自己表現を図るための事業を展開する。 

(4) 作業室においては、利用者の高齢化、障害の重度化・多様化

が進み、個別対応の生活支援が必要な方が増えているため、きめ

細かい丁寧な支援が行えるよう、生活介護事業定員20名で行う。 

施設運営計画（提供するサ

ービスの考え方、日課等） 

(1) 障害者福祉団体及びボランティア団体等に対する便宜の供与 

(2) 障害者福祉の啓発普及及びボランティアの育成 

(3) 地域交流事業（北身館フェスティバル） 

(4) 川崎市福祉バスの受付業務 

(5) 広報誌の発行 

(6) 受付職員に手話を学ぶ機会を設けることによるサービス向上 

(7) 作業室利用者の個々のニーズに即したプログラムの提供 等 

他機関等との連携について

の考え方 

(1) 施設の一体的な管理運営 

(2) 他会館との協力体制強化 

(3) 公共機関、学校、福祉サービス事業所、地域との連携 
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課題の把握及び重点的な取

組についての考え方 

(1) 意見箱の設置 

(2) 地域の障害者団体、ボランティアサークル等で構成する運営

委員会の開催により、委員会の意見を事業に反映させる。 

(3) 利用しやすい環境づくり、接遇の向上 

(4) 老朽化した建物の自主点検 等 

その他の事業提案 (1) 建物長寿命化の取組 

(2) 作業室利用者の栄養管理と食事サービスの提供 

(3) 作業室利用者の健康管理の充実 

(2) 川崎市わーくす高津

項  目 事業内容 

障害者支援に対する考え

方、方向性、取組 

作業を中心に就労支援、福祉的就労支援を行いながらも、生活支

援など、きめ細かい丁寧な支援を行う。 

施設運営計画（提供するサ

ービスの考え方、日課等） 

(1)利用者の人権と人格を尊重したサービス 

(2)利用者の安全管理を常に想定したサービス提供 

他機関等との連携について

の考え方 

利用者支援を総合的、効果的に実施するため、福祉サービスに関

係するすべての期間と連携 

課題の把握及び重点的な取

組についての考え方 

(1)利用者拡大による利用料収入確保、授産収入の安定と工賃向上

(2)障害の重度化・多様化への対応 

(3)プログラムの充実 

その他の事業提案 (1)利用者の栄養管理と食事サービスの提供 

(2)利用者の健康管理の充実 

６ 収支計画 

(1) 川崎市北部身体障害者福祉会館                     (単位：千円)

項 目 
金額（消費税及び地方消費税を含む。) 

２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 合 計 

 収  入 74,680 74,680 74,680 74,680 74,680 373,400

 指定管理料 28,608 28,608 28,608 28,608 28,608 143,040

 利 用 料 金 42,748 42,748 42,748 42,748 42,748 213,740

 その他の収入 3,324 3,324 3,324 3,324 3,324 16,620

支  出 72,511 73,101 73,630 74,069 74,546 367,857

(2) 川崎市わーくす高津                          (単位：千円) 

項 目 
金額（消費税及び地方消費税を含む。) 

２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 合 計 

 収  入 63,399 63,399 63,399 63,399 63,399 316,995

 指定管理料 0 0 0 0 0 0

 利 用 料 金 55,989 55,989 55,989 55,989 55,989 279,945

 その他の収入 7,410 7,410 7,410 7,410 7,410 37,050

支  出 61,719 62,321 61,899 62,380 61,758 310,077
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別紙 

川崎市北部身体障害者福祉会館及び川崎市わーくす高津の指定管理者の選定結果について 

１ 応募状況 

 応募団体：１団体 社会福祉法人育桜福祉会 

２ 指定管理者選定評価委員会委員 

【学識経験者】赤塚 光子（元立教大学コミュニティ福祉学部教授、川崎市地域自立支援協議会会長 ） 

【学識経験者】柳田 正明（山梨県立大学人間福祉学部教授） 

【専門的知識を有する者】芳垣 康彦（横浜市鶴見区精神障害者生活支援センター所長） 

【財務の専門家】鈴木 稔巳（公認会計士） 

【財務の専門家】岸  敦子（公認会計士） 

３ 選定理由 

現在も指定管理者として当該施設の管理運営を行っており、事業や収支の計画も妥当といえ、

地域における身体障害者の福祉の増進を図ること及び障害者の就労支援を当該施設の設置目

的とする仕様書に沿った提案がなされている。 

また、運営状況も良好であり、今までどおり安定した施設運営が見込まれることなどを評価

し、当該団体を選定した。 

（１）施設の設置目的の達成とサービスの向上 

地域における身体障害者の福祉の増進を図ること及び就労支援の施設という当該施設の

設置目的を十分に理解し、今までの運営実績を生かした、施設の管理運営に係る適切な基本

方針等について具体的な提案がなされていた。 

また、設置目的に沿ったボランティア育成、地域交流事業などのほか、障害者の立場に立

った利用者意見の把握及び反映に向けた取り組みなど、具体的な事業提案がなされている点

を評価した。 

（２）施設機能の発揮と管理経費の縮減 

施設機能が十分に発揮できるような職員体制の構築、施設設備の効率的な管理による管理

経費の縮減に向けた取り組みなど、事業計画と整合がとれた収支計画となっている点などを

評価した。 

（３）事業の安定性及び継続性の確保への取組 

主体的な業務改善に向けた取組が明確に示されており 利用者意見の把握方法と反映方

法についての仕組みが整っている。また、職員研修の定期的な実施が予定されており、職員

の資質向上に積極的な点を評価した。 

（４）応募団体自身に関する項目 

障害者に対する施設の運営実績が豊富であり、安定した施設の管理運営が見込まれること

を評価した。 

（５）応募団体の取組に関する事項 

組織及び運営に関する個人情報保護等の規定も整備されており、職員研修の実施などの具

体的な取組の提案がされていたことなどを評価した。 
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（６）その他の事項（地域における公益的な活動） 

地域における生活課題解決に向けた地域福祉の推進、美化活動などを通じた地域との交流

など、地域の中の施設として、施設の持つ特性を地域社会の中で発揮していこうとする取り

組みを評価した。 

４ 審査結果（※基準点６００点以上） 

選定基準 配点 
社会福祉法人 

育桜福祉会 

基
準
評
価
項
目

①施設の設置目的の達成及びサ

ービスの向上 
３５０点 ２４８点

②施設機能の発揮と管理経費の

縮減 
２７５点 １６８点

③事業の安定性及び継続性の確

保への取組 
２００点 １３１点

④応募団体自身に関する事項 
１００点 ７０点

⑤応募団体の取組に関する事項
７５点 ４９点

基準評価 合計 １，０００点 ６６６点

加
算
評
価
項
目

その他の事項 

（地域における公益的な活動）
５０点 ３６点

実績評価点 

（標準を０点として、加減点） 
２５点

総合計 １，０５０点 ７２７点

５ 提案額 

年   額   ２８，６０８，０００円 

指定期間計  １４３，０４０，０００円  

(川崎市北部身体障害者福祉会館作業室及び川崎市わーくす高津は利用料金収入により運営）
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議案第２０３号参考資料 

１ 管理を行わせる公の施設の概要 

(1) 名称 川崎市聴覚障害者情報文化センター 

(2) 所在地 川崎市中原区井田三舞町１４番１６号 

(3) 設置条例 川崎市聴覚障害者情報文化センター条例 

(4) 設置目的 聴覚障害者に情報提供等の支援を行い、自立と社会参加を促進し、

福祉の向上を図ることを目的とする。 

(5) 施設の事業内容 ①聴覚障害者のための録画物の製作、貸出し等聴覚障害者への情報

提供に関すること ②手話通訳者又は要約筆記者の派遣等聴覚障害

者の情報伝達の支援に関すること ③聴覚障害者の自立更生に必要

な相談に応じ、助言又は指導を行うこと ④聴覚障害者の文化、学

習及びレクリエーション活動の支援に関すること 

⑤施設及び設備の利用許可に関する業務その他の情報文化センター

の管理のために必要な業務 

(6) 現在の管理者 社会福祉法人川崎市社会福祉協議会 

(7) 現在の管理運営費 ８５，７５８，６００ 円（５年間の平均年額） 

２ 指定管理者となる団体の概要 

名   称 社会福祉法人神奈川聴覚障害者総合福祉協会 

所 在 地 神奈川県藤沢市藤沢９３３番地の２ 

代 表 者 名 理事長 渡邊 千城 

設 立 年 月 平成１３年１２月 

基 本 財 産 

又は資本の額 
資産総額  ４，６６３万１，６２０円 

役 職 員 数 理事１０人、監事２人、職員２６人 

設 立 目 的 多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよ

う創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立し

た生活を地域社会において営むことができるよう支援することを目的とす

る。 

事 業 概 要 

（平成２６年度） 

(1)手話通訳事業 

(2)神奈川県聴覚障害者福祉センターの受託経営 

決   算 

（平成２６年度） 

事業活動収入計(1) ２２３，５１６，４９１円

事業活動支出計(2) ２１３，０６９，５８６円

事業活動資金収支差額(3=1-2) １０，４４６，９０５円

施設整備等収入計(4) ０円

施設整備等支出計(5) ４，７３０，６３５円

施設整備等資金収支差額(6=4-5) △４，７３０，６３５円

その他の活動収入計(7) ７，６６８，９６４円

その他の活動支出計(8) ７，６６８，９６４円

その他の活動資金収支差額(9=7-8) ０円

当期資金収支差額合計(10=3+6+9) ５，７１６，２７０円

前期末支払資金残高(11) ２９，３４４，８４６円

当期末支払資金残高(10+11) ３５，０６１，１１６円

３ 指定期間 

平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日まで 
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４ 選定結果 

別紙のとおり 

５ 事業計画 

項  目 事業内容 

障害者支援に対する考え

方、方向性、取組 

(1)聴覚障害者自身が手話通訳者等の支援を受けながら自らの力

で解決できるよう支援する。 

(2)聴覚障害者情報文化センターを一般市民へも広報し、地域社会

で聴覚障害者への対応に苦慮している場合に情報文化センターに

つなげることができるよう地域の力を育成する。 

(3)各区のろう者協会、手話サークルと連携し、聴覚障害者を取り

巻く課題の解決に向けて協働できる力を育成する。 

施設運営計画（提供するサ

ービスの考え方、日課等） 

(1)字幕入りビデオテープ等の録画物の制作・貸出 

(2)手話通訳者、要約筆記者の養成・認定・派遣 

(3)情報文化センター、区役所、相談者宅等における相談 

(4)登録者（手話通訳者、要約筆記者）の研修 

(5)施設機能と専門性を活かした支援（当事者団体、ろう学校、警

察、市内小中学校等への協力）等 

他機関等との連携について

の考え方 

聴覚障害者の相談内容に応じて、福祉事務所、ケアマネジャー、

弁護士、医師、保健師、職業安定所等と連携し、効果的な支援を

行う。 

課題の把握及び重点的な取

組についての考え方 

(1)ろう者の高齢化や重複障害のため様々な支援を必要とするケ

ースの増加に対応するため、手話通訳派遣コーディネーターの体

制を強化する（正職員２名→４名）。 

(2)手話学習だけにとどまっている手話サークルを恒常的に支援

するためのコミュニティワーカーを１名配置する。 

その他の事業提案 高齢難聴者の場合、聞こえの困難と同時に移動の困難を持ってい

るケースが多いことから、「補聴器とコミュニケーションの講座」

の２回のうち１回を、老人福祉センター等で実施することで、情

報文化センターの情報発信等に努める。 

６ 収支計画                            (単位：千円) 

項 目 
金額（消費税及び地方消費税を含む。) 

２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 合 計 

 収  入 91,061 91,061 91,061 91,061 91,061 455,305

 指定管理料 91,061 91,061 91,061 91,061 91,061 455,305

 利 用 料 金 0 0 0 0 0 0

 その他の収入 0 0 0 0 0 0

支  出 88,870 90,644 91,138 92,092 92,561 455,305
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別紙 

川崎市聴覚障害者情報文化センターの指定管理予定者の選定結果について 

１ 応募状況 

  応募団体：１団体（社会福祉法人 神奈川聴覚障害者総合福祉協会） 

２ 指定管理者選定評価委員会委員 

【学識経験者】赤塚 光子（元立教大学コミュニティ福祉学部教授、川崎市地域自立支援協議会会長 ） 

【学識経験者】柳田 正明（山梨県立大学人間福祉学部教授） 

【専門的知識を有する者】芳垣 康彦（横浜市鶴見区精神障害者生活支援センター所長） 

【財務の専門家】鈴木 稔巳（公認会計士） 

【財務の専門家】岸  敦子（公認会計士） 

３ 選定理由 

仕様書に定めた標準的な条件を満たす提案がなされ、事業や収支計画も妥当であること、

また、具体的な職員確保対策が示されていることや同種施設の運営実績から、安定的な施

設運営が見込まれることなどを評価し、当該団体を選定した。 

（１）施設の設置目的の達成及びサービスの向上 

聴覚障害者情報提供施設の設置目的を十分理解した上で、同種施設におけるこれまでの

運営実績を活かした具体的な事業計画が提案されていることを評価した。 

（２）施設機能の発揮と管理経費の縮減 

効率的な施設運営と管理経費縮減に対する考え方・方針が明確に示されており、事業計

画と整合がとれた収支計画となっていたことを評価した。 

（３）事業の安定性及び継続性の確保への取組 

業務改善や、職員の資質向上に向けた取組のほか、施設長や職員確保についての対策が

明確に示されていた点を評価した。 

（４）応募団体自身に関する事項 

同種施設の運営実績が豊富であり、ノウハウを活かした安定的な運営が期待できること

を評価した。 

（５）応募団体の取組に関する事項 

実施事業の情報発信についての取組や、個人情報の管理体制や安全性確保のための取組

が具体的に提案されていたことなどを評価した。 

（６）その他の事項（地域における公益的な活動） 

アウトリーチの視点を含む情報発信や、当事者団体との協働など、聴覚障害者のニーズ

に対応していく取組が提案されていたことを評価した。 
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４ 審査結果（※基準点６００点以上） 

選定基準 配点 
(福)神奈川聴覚障害者総合

福祉協会 

基
準
評
価
項
目

①施設の設置目的の達成及びサ

ービスの向上 
３５０点 ２４７点

②施設機能の発揮と管理経費の

縮減 
２７５点 １７９点

③事業の安定性及び継続性の確

保への取組 
２００点 １３８点

④応募団体自身に関する事項 
１００点 ７３点

⑤応募団体の取組に関する事項 
７５点 ４９点

基準評価 合計 １，０００点 ６８６点

加
算
評
価
項
目

その他の事項 

（地域における公益的な活動） 
５０点 ３６点

実績評価点 

（標準を0点として、加減点） 
― 点

総合計 １，０５０点 ７２２点

５ 提案額 

  年   額  ９１，０６１，０００円 

  指定期間計 ４５５，３０５，０００円 
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議案第２０４号参考資料 

１ 管理を行わせる公の施設の概要 

(1) 名称 川崎市総合福祉センター 

(2) 所在地 川崎市中原区上小田中６丁目２２番５号 

(3) 設置条例 川崎市総合福祉センター条例 

(4) 設置目的 福祉に関する情報の収集及び提供等を行うとともに、市民による

福祉活動を支援することにより、市民の主体的な活動による地域

福祉の推進を図り、もって市民の福祉の増進に寄与することを目

的とする。 

(5) 施設の事業内容 ①総合福祉センターの運営等に関する業務 ②総合福祉センタ

ーの利用等に関する業務 ③自動販売機の設置・管理に関する業

務 ④備品等機器の管理及びこれらの使用に関する業務 ⑤そ

の他、施設の管理・運営に必要と認められる業務 

(6) 現在の管理者 社会福祉法人川崎市社会福祉協議会 

(7) 現在の管理運営費 １６６，０２４，５６７円（５年間の平均額） 

２ 指定管理者となる団体の概要 

名   称 社会福祉法人川崎市社会福祉協議会 

所 在 地 川崎市中原区上小田中６丁目２２番５号 

代 表 者 名 会長 佐藤 忠次 

設 立 年 月 昭和３８年２月 

基 本 財 産 

又は資本の額 
資産総額 １４億６，２６４万４，８８２円 

職 員 数 

又は従業員数 
理事２０名、監事３名、職員２８８名 

設 立 目 的 川崎市における社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業の健全な

発達及び社会福祉に関する活動の活性化により、地域福祉の推進を図るこ

とを目的とする。

事 業 概 要 

（２７年度） 
（１）社会福祉を目的とする事業の企画及び実施

（２）社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助

（３）社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及

び助成

（４）（１）から（３）の他、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図

るために必要な事業

決   算 

（２６年度） 

① 事業活動による収支 

事業活動収入      ５，１８５，０８５，１７２円 

 事業活動支出      ５，１０１，９７２，６５３円 

 経常活動資金収支差額     ８３，１１２，５１９円・・・（１） 

② 施設整備等による収支 

施設整備等収入                 ０円 

施設整備等支出         ７，１８４，８２６円 
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施設整備等資金収支差額    △７，１８４，８２６円・・・（２） 

③ その他の活動による収支 

その他の活動収入       ４００，６９０，０８５円 

 その他の活動支出       ６２６，４７９，０５５円 

 その他の活動資金収支差額 △２２５，７８８，９７０円・・・（３） 

④ 当期資金収支差額     △１４９，８６１，２７７円・・・（４） 

（（１）＋（２）＋（３）） 

⑤ 前期末支払資金残高     ４０９，１３７，１１４円・・・（５） 

⑥ 当期末支払資金残高     ２５９，２７５，８３７円 

（（４）＋（５））

３ 指定期間 
平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日まで 

４ 選定結果 
別紙のとおり 

５ 事業計画 
項  目 事業内容 

情報の収集及び提供事業 市民が福祉サービスを選択するのに分かりやすく、使いやす

い地域福祉情報提供システム「かわさき福祉情報サイト ふく

みみ」の運営を目指す。また、団体のネットワークを活かした

各種福祉サービス情報のさらなる収集、「ふくし教育サイト」

の構築、ＳＮＳを利用した情報発信等を行う。 

福祉相談事業 専任相談員による総合的な相談及び弁護士、精神科医、臨床

心理士による専門的な相談を実施し、ニーズに即した適切な支

援ができる体制をつくるとともに、「総合相談支援システム」

による相談対応の情報管理、事例集積を行い、市民自ら情報を

取得し、問題解決できるような支援体制を構築する。 

社会福祉研修センター事

業 

地域福祉コーディネーター専門研修、社会福祉施設等職員専

門研修を通じて福祉にかかわる者の知識・技術の向上を目指す

ほか、研修ニーズを把握し、地域包括ケアシステムの推進を視

野に入れた地域福祉推進研修等様々な研修を実施する。 

施設及び設備の提供事業 各施設及び設備の利用料金額の設定は条例に規定されてい

る金額とする。 

その他の事業提案 地域福祉情報バンク事業における福祉相談の相談内容のデ

ータベース化及び専任相談員の資質向上に向けた取組を行う。

また、相談事例の集積・分析を行い、インフォーマルサービス

を含めた福祉サービスや社会資源情報の整理し、福祉従事者や

関係機関への情報提供を行う。 

６ 収支計画                            (単位：千円) 

項 目 
金額（消費税及び地方消費税を含む。) 

２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 合 計 

 収  入 196,731 196,737 196,734 196,737 196,737 983,674

 指定管理料 154,436 154,442 154,439 154,442 154,442 772,199

 利 用 料 金 40,160 40,160 40,160 40,160 40,160 200,800

 その他の収入 2,135 2,135 2,135 2,135 2,135 10,675

支  出 196,731 196,737 196,734 196,737 196,737 983,674

※千円未満切上 
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別紙 

川崎市総合福祉センターの指定管理予定者の選定結果について 

１ 応募状況 

  説明会参加：３団体 

  応募団体：２団体（社会福祉法人川崎市社会福祉協議会、株式会社シムラ） 

２ 指定管理者選定評価委員会委員 

峯尾武巳（神奈川県立保健福祉大学教授） 

中山珠美（川崎大師訪問看護ステーション所長） 

新井努（公認会計士） 

鈴木恵子（ボランティアグループすずの会代表） 

堀越ひろみ（公益社団法人認知症の人と家族の会神奈川県支部世話人） 

３ 選定理由 

仕様書に的確に沿った提案がなされており収支計画も妥当といえる点、及び当該施設

の管理運営や法人の事業等の実績から、安定した施設運営が見込まれる点などを評価し

た。  

（１）施設の設置目的の達成とサービスの向上への取組  

当該施設の設置目的を十分理解した上で、地域福祉情報バンク事業における相談事業

について具体的な上乗せをした事業計画が提案された点を評価した。  

（２）収支計画と管理経費縮減等への取組  

事業計画と整合がとれた収支計画となっていた点を評価した。  

（３）事業の安定性及び継続性の確保への取組  

モニタリングについての考え方、主体的な業務改善に向けた取組が明確に示されてい

た点を評価した。  

（４）応募団体自身についての評価  

事業者の運営方針、経営状況等から、当該施設の安定的な管理が可能であると見込ま

れる点を評価した。  

（５）応募団体の取組  

情報公開、個人情報保護への認識が示されるとともに、団体として各種規程等を整備

している点を評価した。 
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４ 審査結果（※基準点６００点以上） 

選定基準 配点 
指定管理 

予定者 
（株）シムラ

①施設の設置目的の達成及
びサービス向上 ５００点 ３１９点 ３２０点

②収支計画と管理経費縮減
等への取組 ２５０点 １５５点 １６６点

③事業の安定性及び継続性
の確保への取組 １００点 ６４点 ５９点

④応募団体自身についての
評価 １００点 ７３点 ６１点

⑤応募団体の取組 ５０点 ３４点 ３１点

実績評価点 

（標準を0点として、加減点）
２５点 ― 点

合  計 １，０００点 ６７０点 ６３７点

５ 提案額            (単位：千円)

年  度 金  額 

２８年度 １５４，４３６

２９年度 １５４，４４２

３０年度 １５４，４３９

３１年度 １５４，４４２

３２年度 １５４，４４２

指定管理予定期間総額 ７７２，１９９

※千円未満切上
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議案第２０５号参考資料 

１ 管理を行わせる公の施設の概要 

(1) 名称 川崎市高齢社会福祉総合センター 

（人材開発研修センター・保健福祉研究センター） 

(2) 所在地 川崎市多摩区長沢２丁目１１番１号 

(3) 設置条例 川崎市高齢社会福祉総合センター条例 

(4) 設置目的 本市における高齢者の在宅福祉事業と施設福祉事業の総合的な

展開を図ることにより、高齢者に対する保健福祉事業等を一体的

に推進し、併せて高齢者の福祉に対する理解と市民の参加を促進

し、もって高齢者の福祉の増進に寄与することを目的とする。 

(5) 施設の事業内容 ①人材開発研修センターの運営に関する業務、②保健福祉研究セ

ンターの運営に関する業務、③利用の許可に関する業務、④利用

等の報告に関する業務、⑤施設等（長沢壮寿の里を含む。）の維

持、管理に関する業務、⑥備品等機器の管理及びこれらの使用に

関する業務、⑦自動販売機の設置、管理に関する業務、⑧その他、

施設の管理、運営に必要と認められる業務 

(6) 現在の管理者 社会福祉法人川崎市社会福祉協議会 

(7) 現在の管理運営費 ８５，２１６，３２９円（平成２７年度予算） 

２ 指定管理者となる団体の概要 

名   称 社会福祉法人川崎市社会福祉協議会 

所 在 地 川崎市中原区上小田中６丁目２２番５号 

代 表 者 名 会長 佐藤 忠次 

設 立 年 月 昭和３８年２月 

基 本 財 産 

又は資本の額

資産総額 １４億６，２６４万円４，８８２円 

職 員 数 

又は従業員数

理事２０名、監事３名、職員２８８名 

設 立 目 的 川崎市における社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業の健全な

発達及び社会福祉に関する活動の活性化により、地域福祉の推進を図るこ

とを目的とする。 

事 業 概 要 

（２７年度）
(1) 社会福祉を目的とする事業の企画及び実施 

(2) 社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助 

(3) 社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及

び助成 

(4) (1)から(3)のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るた

めに必要な事業 

決   算 

（２６年度）

(1) 事業活動による収支 

事業活動収入計     ５，１８５，０８５，１７２円 

事業活動支出計     ５，１０１，９７２，６５３円 
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事業活動資金収支差額     ８３，１１２，５１９円・・・① 

(2) 施設整備等による収支 

施設整備等収入計                ０円 

施設整備等支出計        ７，１８４，８２６円 

施設整備等資金収支差額    △７，１８４，８２６円・・・② 

(3) その他の活動による収支 

その他の活動収入計     ４００，６９０，０８５円 

その他の活動支出計     ６２６，４７９，０５５円 

その他の活動資金収支差額 △２２５，７８８，９７０円・・・③ 

(4) 予備費支出                   ０円・・・④ 

(5) 当期資金収支差額合計   △１４９，８６１，２７７円・・・⑤ 

（①＋②＋③－④） 

(6) 前期末支払資金残高     ４０９，１３７，１１４円・・・⑥ 

(7) 当期末支払資金残高     ２５９，２７５，８３７円 

（⑤＋⑥） 

３ 指定期間 

平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日まで 

４ 選定結果 

別紙のとおり 

５ 事業計画 

項  目 事業内容 

管理運営の基本方針 ①福祉・介護従事者の人材確保とキャリア形成、②地域への福

祉マインドの普及啓発、③安定した施設運営の３点を柱とし、

川崎市における研修センターとしての役割を担う。 

人材育成研修の考え方 関係機関との協力のもと、市内での介護人材確保に結びつける

よう研修内容の充実に努める。介護人材の資質の向上策とし

て、介護職員の資格取得支援、専門性の強化、階層別研修等に

取り組む。 

地域への普及啓発の考え

方 

福祉情報ミニ講座等の実施、認知症の普及啓発、全市介護普及

啓発イベントの実施、福祉図書・ＤＶＤ等の貸出の充実、福祉

機器の展示・使用等相談に取り組む。 

６ 収支計画                            (単位：千円) 

項 目 
金額（消費税及び地方消費税を含む。) 

２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 合 計 

 収  入 ９５，１９４ ９５，１９４ ９５，１９４ ９５，１９４ ９５，１９４ ４７５，９７０

 指定管理料 ８２，８６４ ８２，８６４ ８２，８６４ ８２，８６４ ８２，８６４ ４１４，３２０

 利 用 料 金 １２，０９０ １２，０９０ １２，０９０ １２，０９０ １２，０９０ ６０，４５０

 その他の収入 ２４０ ２４０ ２４０ ２４０ ２４０ １，２００

支  出 ９５，１９４ ９５，１９４ ９５，１９４ ９５，１９４ ９５，１９４ ４７５，９７０
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別紙 

川崎市高齢社会福祉総合センター（人材開発研修センター・保健福祉研究センター）の指

定管理予定者の選定結果について 

１ 応募状況 

応募団体：１団体（社会福祉法人川崎市社会福祉協議会） 

２ 指定管理者選定評価委員会委員 

峯尾 武巳（神奈川県立保健福祉大学教授） 

中山 珠美（川崎大師訪問看護ステーション所長） 

新井  努（公認会計士） 

鈴木 恵子（ボランティアグループすずの会代表） 

堀越 ひろみ（公益社団法人認知症の人と家族の会神奈川県支部世話人） 

３ 選定理由 

当法人の提案は、条例及び条例施行規則に定められた管理の基準を満たすものとなっ

ている。また、応募書類、プレゼンテーションを通じて、主に次に掲げる点が高い評価

を得て、指定管理予定者として選定された。 

・ 介護人材不足が社会問題となっている一方で、介護現場で働く職員の資質向上が求

められているとの基本認識の下、当該施設の管理運営に当たって３本の柱を示し、具

体的かつ分かりやすい提案となっていること。 

・ 介護職員実務者研修の実施日程を２コースとする等の受講者に対する配慮や、指定

管理業務外となる市、神奈川県が実施する研修への対応など、きめ細やかな提案とな

っていること。 

・ 近年関心が高まっている認知症の普及啓発に関し、サポーター養成講座の開催支援

（テキスト、オレンジリングの発送等）が効果をあげていること。 

・ 当該施設の指定管理者として、２期１０年にわたり優れた実績を有していること。 

４ 審査結果（※基準点４５０点以上） 

選定基準 配点 
指定管理 

予定者 

①施設の設置目的の達成及びサービスの向上 ２５０点 １７４点

②施設機能の発揮と管理経費の縮減 ２５０点 １５６点

③事業の安定性及び継続性の確保への取組 １００点 ６７点

④応募団体自身に関する項目 ７５点 ５４点

⑤応募団体の取組に関する事項 ７５点 ５１点

実績評価点（標準を０点として、加減点） １８．７５点

合  計 ７５０点 ５２０．７５点
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５ 提案額            （単位：千円） 

年  度 金  額 

２８年度 ８２，８６４

２９年度 ８２，８６４

３０年度 ８２，８６４

３１年度 ８２，８６４

３２年度 ８２，８６４

指定管理予定期間総額 ４１４，３２０
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議案第２０５号参考資料 

１ 管理を行わせる公の施設の概要 

(1) 名称 川崎市高齢社会福祉総合センター 

（特別養護老人ホーム長沢壮寿の里） 

(2) 所在地 川崎市多摩区長沢２丁目１１番１号 

(3) 設置条例 川崎市高齢社会福祉総合センター条例 

(4) 設置目的 本市における高齢者の在宅福祉事業と施設福祉事業の総合的な

展開を図ることにより、高齢者に対する保健福祉事業等を一体的

に推進し、併せて高齢者の福祉に対する理解と市民の参加を促進

し、もって高齢者の福祉の増進に寄与することを目的とする。 

(5) 施設の事業内容 ①特別養護老人ホーム事業、②老人デイサービスセンターの業

務、③老人短期入所の業務、④居宅介護支援の業務、⑤施設等の

維持、管理に関する業務、⑥自動販売機の設置、管理に関する業

務、⑦その他、施設の管理、運営に必要と認められる業務 

(6) 現在の管理者 社会福祉法人川崎市社会福祉事業団 

(7) 現在の管理運営費 ０円（利用料金で運営） 

２ 指定管理者となる団体の概要 

名   称 社会福祉法人川崎市社会福祉事業団 

所 在 地 川崎市高津区久地３丁目１３番１号 

代 表 者 名 理事長 長谷川 忠司 

設 立 年 月 昭和６１年２月 

基 本 財 産 

又は資本の額

資産総額 ６６億６，００２万円１，９４２円 

職 員 数 

又は従業員数

理事８名、監事２名、職員５５２名 

設 立 目 的 多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよ

う創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、心身と

もに健やかに育成され、又はその有する能力に応じ自立した生活を地域社

会において営むことができるよう支援することを目的とする｡ 

事 業 概 要 

（２７年度）
(1) 第１種社会福祉事業 

ア 障害者支援施設の経営 

イ 特別養護老人ホームの経営 

(2) 第２種社会福祉事業 

ア 身体障害者福祉センターの経営 

イ 障害福祉サービス事業の経営 

ウ 地域活動支援センターの経営 

エ 一般相談支援事業・特定相談支援事業・障害児相談支援事業の経営 

オ 老人福祉センターの経営 

カ 老人短期入所事業の経営 
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キ 老人デイサービス事業の経営 

ク 老人介護支援センターの経営 

ケ 認知症対応型老人共同生活援助事業の経営 

コ 保育所の経営 

サ 児童厚生施設（児童館）の経営 

シ 放課後児童健全育成事業の経営 

ス 地域子育て支援拠点事業の経営 

セ 障害児通所支援事業の経営 

決   算 

（２６年度）

(1) 事業活動による収支 

事業活動収入計     ６，１２４，０３４，８５４円 

事業活動支出計     ５，４６５，５１４，３７３円 

事業活動資金収支差額    ６５８，５２０，４８１円・・・① 

(2) 施設整備等による収支 

施設整備等収入計      ２８０，９３２，５４８円 

施設整備等支出計      ４５１，０３７，６１０円 

施設整備等資金収支差額  △１７０，１０５，０６２円・・・② 

(3) その他の活動による収支 

その他の活動収入計      ８５，７３７，１６６円 

その他の活動支出計     ２７４，１１８，６８５円 

その他の活動資金収支差額 △１８８，３８１，５１９円・・・③ 

(4) 予備費支出                   ０円・・・④ 

(5) 当期資金収支差額合計    ３００，０３３，９００円・・・⑤ 

（①＋②＋③－④） 

(6) 前期末支払資金残高   ２，２９１，７１８，０９０円・・・⑥ 

(7) 当期末支払資金残高   ２，５９１，７５１，９９０円 

（⑤＋⑥） 

３ 指定期間 

平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日まで 

４ 選定結果 

別紙のとおり 

５ 事業計画 

項  目 事業内容 

特別養護老人ホーム事業 これまで培ってきた地域との連携を基に、利用者の尊厳や生き

がいを大切にし、利用者ができる限り最期までその人らしく安

心して生活できるよう、更に可能であれば地域に戻って生活で

きるよう援助を行う。 

通所介護事業 パワーリハビリのマシンを導入して介護予防事業を展開して

きた実績と、併設の地域包括支援センターの活動を通して得た

地域との良好な関係を活かす。 

短期入所事業 利用者の日常生活動作の維持を目指し、介護者の負担軽減を一

時的でも軽減できるよう支援することで、住み慣れた自宅での

生活を継続できるよう支援する。 
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居宅介護支援事業 利用者の意思を尊重し、公正中立の立場で適正な支援を提供す

る。 

６ 収支計画                            (単位：千円) 

項 目 
金額（消費税及び地方消費税を含む。) 

２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 合 計 

 収  入 ３７０，７００ ３７０，７００ ３７０，７００ ３７０，７００ ３７０，７００ １，８５３，５００ 

 指定管理料 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

 利 用 料 金 ３６９，５４７ ３６９，５４７ ３６９，５４７ ３６９，５４７ ３６９，５４７ １，８４７，７３５ 

 その他の収入 １，１５３ １，１５３ １，１５３ １，１５３ １，１５３ ５，７６５ 

支  出 ３８１，０２５ ３８４，１２２ ３８５，４９８ ３８７，３９１ ３８８，３２０ １，９２６，３５６ 
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別紙 

川崎市高齢社会福祉総合センター（特別養護老人ホーム長沢壮寿の里）の指定管理予定者

の選定結果について 

１ 応募状況 

応募団体：２団体（社会福祉法人川崎市社会福祉事業団、社会福祉法人苗場福祉会） 

２ 指定管理者選定評価委員会委員 

峯尾 武巳（神奈川県立保健福祉大学教授） 

中山 珠美（川崎大師訪問看護ステーション所長） 

新井  努（公認会計士） 

鈴木 恵子（ボランティアグループすずの会代表） 

堀越 ひろみ（公益社団法人認知症の人と家族の会神奈川県支部世話人） 

３ 選定理由 

当法人は、「施設の設置目的の達成及びサービスの向上」、「事業の安定性及び継続性の

確保への取組」等の評価項目において他の応募法人より高い評価を得て、指定管理予定

者として選定された。なお、選定に当たり評価した主な点は、次のとおり。 

・ 年間２，１００人以上のボランティアを受け入れているほか、毎年交流会を開催し、

ボランティアグループが長くかかわることができるような工夫を行っていること。 

・ 介護保険に関する事業のほか、保育、地域の子育て支援、障害児など、当該施設の

管理を行うにふさわしい豊富な事業実績を有していること。 

・ 特別養護老人ホーム、通所介護事業及び短期入所事業の各事業における日常生活、

行事等を含む生活指導について、他の応募法人より具体的かつ充実した提案内容とな

っていること。 

・ 財務状況の健全性が、他の応募法人より高かったこと。 

４ 審査結果（※基準点４５０点以上） 

選定基準 配点 
指定管理 

予定者 

(福)苗場

福祉会 

①施設の設置目的の達成及びサービスの向上 ２５０点 １８８点 １７７点

②施設機能の発揮と管理経費の縮減 ２５０点 １７３点 １７４点

③事業の安定性及び継続性の確保への取組 １００点 ７９点 ７１点

④応募団体自身に関する項目 ７５点 ５９点 ５５点

⑤応募団体の取組に関する事項 ７５点 ４９点 ５０点

実績評価点（標準を０点として、加減点） １８．７５点 ― 点

合  計 ７５０点 ５６６．７５点 ５２７点

５ 提案額 

０円（利用料金で運営） 
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議案第２０６号参考資料 

１ 管理を行わせる公の施設の概要 

(1) 名称 川崎市特別養護老人ホーム夢見ヶ崎 

(2) 所在地 川崎市幸区南加瀬１丁目７番１４号 

(3) 設置条例 川崎市特別養護老人ホーム及び養護老人ホーム条例 

(4) 設置目的 老人福祉法第２０条の５に基づき、身体上又は精神上著しい障害

があるために、常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれ

を受けることが困難な措置に係る者や、その他の政令で定める者

等を入所させ、養護することを目的とする。 

(5) 施設の事業内容 ①特別養護老人ホーム事業、②老人デイサービスセンターの業

務、③老人短期入所の業務、④居宅介護支援の業務、⑤施設等の

維持、管理に関する業務、⑥自動販売機の設置、管理に関する業

務、⑦その他、施設の管理、運営に必要と認められる業務 

(6) 現在の管理者 社会福祉法人和楽会 

(7) 現在の管理運営費 ０円（利用料金で運営） 

２ 指定管理者となる団体の概要 

名   称 社会福祉法人和楽会 

所 在 地 川崎市高津区千年１４１番地２ 

代 表 者 名 理事長 清水 完敏 

設 立 年 月 昭和６３年２月 

基 本 財 産 

又は資本の額

資産総額 １８億１，７０９万円２，３５１円 

職 員 数 

又は従業員数

理事６名、監事２名、職員２１２名 

設 立 目 的 多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよ

う創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立し

た生活を地域社会において営むことができるよう支援することを目的とす

る。 

事 業 概 要 

（２７年度）
(1) 第１種社会福祉事業 

ア 特別養護老人ホームの設置経営 

イ 特別養護老人ホームの受託経営 

(2) 第２種社会福祉事業 

ア 老人デイサービス事業 

イ 老人短期入所事業 

ウ 老人介護支援センター 

決   算 

（２６年度）

(1) 経常活動による収支 

経常活動収入計     １，３４２，９６９，４１５円 

経常活動支出計     １，２６０，９７２，１７２円 

経常活動資金収支差額     ８１，９９７，２４３円・・・① 
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(2) 施設整備等による収支 

施設整備等収入計          ８７２，２５８円 

施設整備等支出計       １５，５４０，７７２円 

施設整備等資金収支差額   △１４，６６８，５１４円・・・② 

(3) 財務活動等による収支 

財務活動等収入計       ９５，８１５，４９０円 

財務活動等支出計      １４１，９２１，９５０円 

財務活動等資金収支差額   △４６，１０６，４６０円・・・③ 

(4) 予備費                     ０円・・・④ 

(5) 当期資金収支差額合計     ２１，２２２，２６９円・・・⑤ 

（①＋②＋③－④） 

(6) 前期末支払資金残高     ３９４，３６８，７３７円・・・⑥ 

(7) 当期末支払資金残高     ４１５，５９１，００６円 

   （⑤＋⑥） 

３ 指定期間 

平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日まで 

４ 選定結果 

別紙のとおり 

５ 事業計画 

項  目 事業内容 

特別養護老人ホーム事業 地域の介護職員に対しても実務者研修受講の機会を開く。近隣

の小学生～高校生向けのパワーポイントを作成し、紹介する。

短期入所事業 丁寧な事前調査を行い、個別対応ができるように努める。事業

所連携を密にすることにより、終末期の方も受け入れるよう努

める。きめ細かなケアの結果、縟瘡が改善され、利用者に喜ば

れている。 

通所介護事業 終末期のご利用者も受け入れ、そのための研修等も実施。認知

症が原因で他の事業所の利用がかなわなかったご利用者の受

け入れ。インフォーマルな形での事業所の有効活用。「開かれ

た事業所に」を合言葉に取り組みを行う。 

居宅介護支援事業 地域包括支援センターと共に地域の防災対策に向け、事業所間

で協議中。 

その他の事業提案 各省庁・県等の様々な補助金の積極活用、生涯教育プログラム

の取り組み等 
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６ 収支計画                            (単位：千円) 

項 目 
金額（消費税及び地方消費税を含む。) 

２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 合 計 

 収  入 ４２９，３６１ ４３１，９５６ ４３２，３５４ ４４０，６３５ ４４４，１８９ ２，１７８，４９５ 

 指定管理料 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

 利 用 料 金 ４２９，００７ ４３１，６３１ ４３２，０２９ ４４０，３１０ ４４３，８６４ ２，１７６，８４１ 

 その他の収入 ３５４ ３２５ ３２５ ３２５ ３２５ １，６５４ 

支  出 ４０２，９８３ ４１０，０１４ ４１４，７３４ ４１９，３９７ ４２４，６２７ ２，０７１，７５５ 

79



別紙 

川崎市特別養護老人ホーム夢見ヶ崎の指定管理予定者の選定結果について 

１ 応募状況 

応募団体：１団体（社会福祉法人和楽会） 

２ 指定管理者選定評価委員会委員 

峯尾 武巳（神奈川県立保健福祉大学教授） 

中山 珠美（川崎大師訪問看護ステーション所長） 

新井  努（公認会計士） 

鈴木 恵子（ボランティアグループすずの会代表） 

堀越 ひろみ（公益社団法人認知症の人と家族の会神奈川県支部世話人） 

３ 選定理由 

当法人の提案は、条例及び条例施行規則に定められた管理の基準を満たすものとなっ

ている。また、応募書類、プレゼンテーションを通じて、主に次に掲げる点が高い評価

を得て、指定管理予定者として選定された。 

・ 入所者の「食」に関するサービスとして、ホリデイ・カフェや居酒屋といったユニ

ークな取組を行っていること。 

・ 職員の資質向上の取組として、施設全体、特別養護老人ホーム・短期入所、居宅介

護支援の区分ごとに研修計画を立てるとともに、「伝達ノート」や「自己評価表」等の

独自のツールを用いて新人教育に力を注いでいること。 

・ 開設当初からボランティア担当を配置し、園芸班、ホリデイ・カフェ、アニマルセ

ラピーなど、施設の様々な活動において、地域との連携を重視してきたこと。 

・ オリジナルのパワーポイントを制作し、小学生～高校生が施設の役割を知る、福祉

の仕事を考えるきっかけづくりとするなど、ユニークな取組を行っていること。 

・ 当該施設の指定管理者として、２期１０年にわたり優れた実績を有していること。 

４ 審査結果（※基準点４５０点以上） 

選定基準 配点 
指定管理 

予定者 

①施設の設置目的の達成及びサービスの向上 ２５０点 １７０点

②施設機能の発揮と管理経費の縮減 ２５０点 １６３点

③事業の安定性及び継続性の確保への取組 １００点 ６９点

④応募団体自身に関する項目 ７５点 ５４点

⑤応募団体の取組に関する事項 ７５点 ４８点

実績評価点（標準を０点として、加減点） １８．７５点

合  計 ７５０点 ５２２．７５点

５ 提案額 

０円（利用料金で運営） 
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議案第２０６号参考資料 

１ 管理を行わせる公の施設の概要 

(1) 名称 川崎市特別養護老人ホームすみよし 

(2) 所在地 川崎市中原区木月祇園町２番１号 

(3) 設置条例 川崎市特別養護老人ホーム及び養護老人ホーム条例 

(4) 設置目的 老人福祉法第２０条の５に基づき、身体上又は精神上著しい障害

があるために、常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれ

を受けることが困難な措置に係る者や、その他の政令で定める者

等を入所させ、養護することを目的とする。 

(5) 施設の事業内容 ①特別養護老人ホーム事業、②老人デイサービスセンターの業

務、③老人短期入所の業務、④居宅介護支援の業務、⑤施設等の

維持、管理に関する業務、⑥自動販売機の設置、管理に関する業

務、⑦その他、施設の管理、運営に必要と認められる業務 

(6) 現在の管理者 社会福祉法人セイワ 

(7) 現在の管理運営費 ０円（利用料金で運営） 

２ 指定管理者となる団体の概要 

名   称 社会福祉法人セイワ 

所 在 地 川崎市高津区末長１丁目３番１３号 

代 表 者 名 理事長 石野 厚 

設 立 年 月 昭和４０年６月 

基 本 財 産 

又は資本の額

資産総額 ８５億４，０２６万３，８３９円 

職 員 数 

又は従業員数

理事７名、監事３名、職員６１９名 

設 立 目 的 多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよ

う創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立し

た生活を地域社会において営むことができるよう支援することを目的とす

る。 

事 業 概 要 

（２７年度）
(1) 第１種社会福祉事業 

ア 養護老人ホームの経営 

イ 特別養護老人ホームの経営 

ウ 軽費老人ホームの経営 

エ 障害者支援施設の経営 

(2) 第２種社会福祉事業 

ア 老人デイサービス事業の経営 

イ 老人短期入所事業の経営 

ウ 障害福祉サービス事業の経営 

エ 老人介護支援センターの経営 

オ 相談支援事業の経営 
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カ 老人居宅介護等事業の経営 

キ 保育所の経営 

決   算 

（２６年度）

(1) 経常活動による収支 

経常収入計       ５，０１９，１１９，３９０円 

経常支出計       ５，００１，９４６，５４５円 

経常活動資金収支差額     １７，１７２，８４５円・・・① 

(2) 施設整備等による収支 

施設整備等収入計       ３０，６８６，４０１円 

施設整備等支出計       ４５，４２３，９０９円 

施設整備等資金収支差額   △１４，７３７，５０８円・・・② 

(3) 財務活動による収支 

財務収入計         ２６８，３６６，０００円 

財務支出計         ２５４，２６８，０００円 

財務活動等資金収支差額    １４，０９８，０００円・・・③ 

(4) 予備費                     ０円・・・④ 

(5) 当期資金収支差額合計     １６，５３３，３３７円・・・⑤ 

（①＋②＋③－④） 

(6) 前期末支払資金残高     ６３３，９７６，６２７円・・・⑥ 

(7) 当期末支払資金残高     ６５０，５０９，９６４円 

（⑤＋⑥） 

３ 指定期間 

平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日まで 

４ 選定結果 

別紙のとおり 

５ 事業計画 

項  目 事業内容 

特別養護老人ホーム事業 特養の新たな役割として、①重度者の受入れ、②認知症ケアの

充実、③地域医療との連携、④生活支援サービスの充実を掲げ、

『競争力ある施設づくり』を目指す。目標達成に向けて、介護

の化学科（説明責任）、創客（すみよしファン）、チャレンジ

風土の形成の３本の矢を設定する。具体的には、重度者の積極

的な受入れ、看取りケアの充実、在宅入所相互利用等に取り組

む。 

その他の事業提案 利用者生活環境整備事業として、法人の積立を取り崩し、市の

了解の下、利用者の環境整備を行いたい。 

これまで積み上げてきた２０年に及ぶすみよしの運営実績と、

地域との絆を基に、指定管理者制度の特別養護老人ホームとし

て時代の要請に的確に応え、役割、使命をはたす施設運営を目

指す。 
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６ 収支計画                            (単位：千円) 

項 目 
金額（消費税及び地方消費税を含む。) 

２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 合 計 

 収  入 ５２０，９３９ ５２０，９３９ ５２０，９３９ ５２０，９３９ ５２０，９３９ ２，６０４，６９５ 

 指定管理料 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

 利 用 料 金 ５２０，４９９ ５２０，４９９ ５２０，４９９ ５２０，４９９ ５２０，４９９ ２，６０２，４９５ 

 その他の収入 ４４０ ４４０ ４４０ ４４０ ４４０ ２，２００ 

支  出 ５２０，９３９ ５２０，９３９ ５２０，９３９ ５２０，９３９ ５２０，９３９ ２，６０４，６９５ 
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別紙 

川崎市特別養護老人ホームすみよしの指定管理予定者の選定結果について 

１ 応募状況 

応募団体：１団体（社会福祉法人セイワ） 

２ 指定管理者選定評価委員会委員 

峯尾 武巳（神奈川県立保健福祉大学教授） 

中山 珠美（川崎大師訪問看護ステーション所長） 

新井  努（公認会計士） 

鈴木 恵子（ボランティアグループすずの会代表） 

堀越 ひろみ（公益社団法人認知症の人と家族の会神奈川県支部世話人） 

３ 選定理由 

当法人の提案は、条例及び条例施行規則に定められた管理の基準を満たすものとなっ

ている。また、応募書類、プレゼンテーションを通じて、主に次に掲げる点が高い評価

を得て、指定管理予定者として選定された。 

・ 「目指す施設像」をテーマに設定し、時代の要請として地域包括ケアシステムへの

積極的な取組、基本理念、目標に向けた３本の矢、具体的な取組など、当該施設の管

理、運営を行うにふさわしい理念を有していること。 

・ 「すみよしファン」の創設、ボランティア表彰制度、イメージキャラクターなど、

ユニークな取組を行っていること。 

・ 入所者に対する更なるサービス向上等に向けて、市との協議を前提に、法人が積み

立てた基金を財源とする改修工事中期計画の提案があったこと。 

・ 当該施設の指定管理者として、２期１０年にわたり優れた実績を有していること。 

４ 審査結果（※基準点４５０点以上） 

選定基準 配点 
指定管理 

予定者 

①施設の設置目的の達成及びサービスの向上 ２５０点 １６５点

②施設機能の発揮と管理経費の縮減 ２５０点 １５９点

③事業の安定性及び継続性の確保への取組 １００点 ７０点

④応募団体自身に関する項目 ７５点 ５２点

⑤応募団体の取組に関する事項 ７５点 ４９点

実績評価点（標準を０点として、加減点） １８．７５点

合  計 ７５０点 ５１３．７５点

５ 提案額 

０円（利用料金で運営） 
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議案第２０６号参考資料 

１ 管理を行わせる公の施設の概要 

(1) 名称 川崎市特別養護老人ホームこだなか 

(2) 所在地 川崎市中原区上小田中１丁目２８番５５号 

(3) 設置条例 川崎市特別養護老人ホーム及び養護老人ホーム条例 

(4) 設置目的 老人福祉法第２０条の５に基づき、身体上又は精神上著しい障害

があるために、常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれ

を受けることが困難な措置に係る者や、その他の政令で定める者

等を入所させ、養護することを目的とする。 

(5) 施設の事業内容 ①特別養護老人ホーム事業、②老人デイサービスセンターの業

務、③老人短期入所の業務、④居宅介護支援の業務、⑤施設等の

維持、管理に関する業務、⑥自動販売機の設置、管理に関する業

務、⑦その他、施設の管理、運営に必要と認められる業務 

(6) 現在の管理者 社会福祉法人中川徳生会 

(7) 現在の管理運営費 ０円（利用料金で運営） 

２ 指定管理者となる団体の概要 

名   称 社会福祉法人白山福祉会 

所 在 地 川崎市麻生区白山１丁目１番１号 

代 表 者 名 理事長 湖山 泰成 

設 立 年 月 平成２４年１１月 

基 本 財 産 

又は資本の額

資産総額 ７億８，４４６万８，７２９円 

職 員 数 

又は従業員数

理事６名、監事２名、職員８７名 

設 立 目 的 多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよ

う創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立し

た生活を地域社会において営むことができるよう支援することを目的とす

る。 

事 業 概 要 

（２７年度）
(1) 第１種社会福祉事業 

ア 特別養護老人ホームの経営 

(2) 第２種社会福祉事業 

ア 老人短期入所事業の経営 

イ 老人デイサービス事業の経営 

決   算 

（２６年度）

(1) 事業活動による収支 

事業活動収入計       ５１０，４３９，４０１円 

事業活動支出計       ５０４，６８０，２８４円 

事業活動資金収支差額      ５，７５９，１１７円・・・① 

(2) 施設整備等による収支 

施設整備等収入計      ２００，０００，０００円 
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施設整備等支出計       １３，０６２，４６８円 

施設整備等資金収支差額   １８６，９３７，５３２円・・・② 

(3) その他の活動による収支 

その他の活動収入計          ５０，０００円 

その他の活動支出計         １７０，０００円 

その他の活動資金収支差額     △１２０，０００円・・・③ 

(4) 予備費支出                   ０円・・・④ 

(5) 当期資金収支差額合計    １９２，５７６，６４９円・・・⑤ 

（①＋②＋③－④） 

(6) 前期末支払資金残高    △１２６，８３５，１６７円・・・⑥ 

(7) 当期末支払資金残高      ６５，７４１，４８２円 

（⑤＋⑥） 

３ 指定期間 

平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日まで 

４ 選定結果 

別紙のとおり 

５ 事業計画 

項  目 事業内容 

特別養護老人ホーム事業 利用者一人ひとり個別状況に応じ、意向に沿ったサービスが提

供できるよう施設全体で取り組む。多職種協働によるチームケ

アを基本とし、様々な職種が相互に組み合わされた機動力の高

いケアを推進する。 

通所介護事業 平等なサービス提供、地域コミュニティの拠点化、地域の福祉

活動への積極的参加と支援、困難ケースへの対応を図る。送迎

サービスでは、運転手、添乗員各１名を配置する。入浴サービ

スでは、衣服の着脱から入浴まで、利用者１人に対して１人の

介護職員が行い、プライバシー保護、不快感を無くす。 

短期入所事業 居宅生活への復帰を念頭におき、利用者の居宅生活と利用後の

生活が連続したものとなるよう配慮しながら、入浴、排泄、食

事等の介護、相談及び援助、社会生活上の世話、機能訓練、栄

養管理、健康管理を行う。 

居宅介護支援事業 地域とのつながりあるチームアプローチ・関連機関との連携に

よる困難事例に対する継続したアプローチの実践、地域資源を

積極的に活用したケアプランの作成、自立した生活が可能とな

ることを目指した地域づくり。 
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６ 収支計画                            (単位：千円) 

項 目 
金額（消費税及び地方消費税を含む。) 

２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 合 計 

 収  入 ２３８，５２４ ２５３，１５２ ２５７，３８８ ２６１，６４８ ２６１，６４８ １，２７２，３６０ 

 指定管理料 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

 利 用 料 金 ２３２，１７６ ２４６，８０４ ２５１，０４０ ２５５，３００ ２５５，３００ １，２４０，６２０ 

 その他の収入 ６，３４８ ６，３４８ ６，３４８ ６，３４８ ６，３４８ ３１，７４０ 

支  出 ２３７，９７９ ２４２，３７０ ２４５，９９２ ２４７，４０９ ２４３，５１７ １，２１７，２６７ 
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別紙 

川崎市特別養護老人ホームこだなかの指定管理予定者の選定結果について 

１ 応募状況 

応募団体：２団体（社会福祉法人白山福祉会、社会福祉法人中川徳生会） 

２ 指定管理者選定評価委員会委員 

峯尾 武巳（神奈川県立保健福祉大学教授） 

中山 珠美（川崎大師訪問看護ステーション所長） 

新井  努（公認会計士） 

鈴木 恵子（ボランティアグループすずの会代表） 

堀越 ひろみ（公益社団法人認知症の人と家族の会神奈川県支部世話人） 

３ 選定理由 

当法人は、「施設の設置目的の達成及びサービスの向上」、「応募団体の取組に関する事

項」等の評価項目において他の応募法人より高い評価を得て、指定管理予定者として選

定された。なお、選定に当たり評価した主な点は、次のとおり。 

・ 介護福祉士実務者要請施設「こやまカレッジ」を全国で１５教室展開しており、ま

た、平成２８年５月には、当該法人が市内で運営している特別養護老人ホームでも開

校を予定するなど、職員の資質の向上に関する提案が、ユニークかつ他の応募法人よ

り充実した内容となっていること。 

・ 地域交流に関して、月１回の若年性認知症カフェ、近隣小学生に対する日常的な施

設解放や玩具（ブロック）を用いるワークショップの開催等を通じた世代間交流など、

前述の特別養護老人ホームにおける取組を当該施設においても実践するとしている。

当該施設は、小学校と近接しているため、特に世代間交流の提案に対する期待が大き

いこと。 

・ 指定管理者として選定された場合は、入所者に対する更なるサービス向上等に向け

て、市との協議を前提に、年間修繕費を百万円から１千万円に増額する提案があった

こと。 

４ 審査結果（※基準点４５０点以上） 

選定基準 配点 
指定管理

予定者 
(福)中川徳生会

①施設の設置目的の達成及びサービスの向上 ２５０点 １７１点 １５８点

②施設機能の発揮と管理経費の縮減 ２５０点 １５１点 １４８点

③事業の安定性及び継続性の確保への取組 １００点 ６４点 ６４点

④応募団体自身に関する項目 ７５点 ４９点 ４７点

⑤応募団体の取組に関する事項 ７５点 ５１点 ４５点

実績評価点（標準を０点として、加減点） ― 点 ９．３７５点

合  計 ７５０点 ４８６点 ４７１．３８点

５ 提案額 

０円（利用料金で運営） 
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議案第２０６号参考資料 

１ 管理を行わせる公の施設の概要 

(1) 名称 川崎市特別養護老人ホームひらまの里 

(2) 所在地 川崎市中原区上平間６１１番地１ 

(3) 設置条例 川崎市特別養護老人ホーム及び養護老人ホーム条例 

(4) 設置目的 老人福祉法第２０条の５に基づき、身体上又は精神上著しい障害

があるために、常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれ

を受けることが困難な措置に係る者や、その他の政令で定める者

等を入所させ、養護することを目的とする。 

(5) 施設の事業内容 ①特別養護老人ホーム事業、②老人デイサービスセンターの業

務、③老人短期入所の業務、④居宅介護支援の業務、⑤施設等の

維持、管理に関する業務、⑥自動販売機の設置、管理に関する業

務、⑦その他、施設の管理、運営に必要と認められる業務 

(6) 現在の管理者 社会福祉法人川崎市社会福祉事業団 

(7) 現在の管理運営費 ０円（利用料金で運営） 

２ 指定管理者となる団体の概要 

名   称 社会福祉法人川崎市社会福祉事業団 

所 在 地 川崎市高津区久地３丁目１３番１号 

代 表 者 名 理事長 長谷川 忠司 

設 立 年 月 昭和６１年２月 

基 本 財 産 

又は資本の額

資産総額 ６６億６，００２万円１，９４２円 

職 員 数 

又は従業員数

理事８名、監事２名、職員５５２名 

設 立 目 的 多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよ

う創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、心身と

もに健やかに育成され、又はその有する能力に応じ自立した生活を地域社

会において営むことができるよう支援することを目的とする｡ 

事 業 概 要 

（２７年度）
(1) 第１種社会福祉事業 

ア 障害者支援施設の経営 

イ 特別養護老人ホームの経営 

(2) 第２種社会福祉事業 

ア 身体障害者福祉センターの経営 

イ 障害福祉サービス事業の経営 

ウ 地域活動支援センターの経営 

エ 一般相談支援事業・特定相談支援事業・障害児相談支援事業の経営 

オ 老人福祉センターの経営 

カ 老人短期入所事業の経営 

キ 老人デイサービス事業の経営 
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ク 老人介護支援センターの経営 

ケ 認知症対応型老人共同生活援助事業の経営 

コ 保育所の経営 

サ 児童厚生施設（児童館）の経営 

シ 放課後児童健全育成事業の経営 

ス 地域子育て支援拠点事業の経営 

セ 障害児通所支援事業の経営 

決   算 

（２６年度）

(1) 事業活動による収支 

事業活動収入計     ６，１２４，０３４，８５４円 

事業活動支出計     ５，４６５，５１４，３７３円 

事業活動資金収支差額    ６５８，５２０，４８１円・・・① 

(2) 施設整備等による収支 

施設整備等収入計      ２８０，９３２，５４８円 

施設整備等支出計      ４５１，０３７，６１０円 

施設整備等資金収支差額  △１７０，１０５，０６２円・・・② 

(3) その他の活動による収支 

その他の活動収入計      ８５，７３７，１６６円 

その他の活動支出計     ２７４，１１８，６８５円 

その他の活動資金収支差額 △１８８，３８１，５１９円・・・③ 

(4) 予備費支出                   ０円・・・④ 

(5) 当期資金収支差額合計    ３００，０３３，９００円・・・⑤ 

（①＋②＋③－④） 

(6) 前期末支払資金残高   ２，２９１，７１８，０９０円・・・⑥ 

(7) 当期末支払資金残高   ２，５９１，７５１，９９０円 

（⑤＋⑥） 

３ 指定期間 

平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日まで 

４ 選定結果 

別紙のとおり 

５ 事業計画 

項  目 事業内容 

特別養護老人ホーム事業 利用者の希望及びご家族の意向に沿ったケアプランに基づい

たサービスを提供することにより、利用者一人ひとりが居心地

良く安心して安全に、そしてその人らしく自立した生活を送る

ことができるよう支援していく。 

通所介護事業 居宅サービス計画に沿って、利用者の心身の状況、希望、環境

等を勘案し、的確なニーズ把握に基づく通所介護計画を作成

し、家族や家庭の状況にも対応したきめ細かいサービスを提供

する。 

短期入所事業 利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ

自立した日常生活を送ることができるよう、利用者の生活状

況、健康状態、家族状況等を勘案した短期入所生活介護計画を
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作成し、利用者がより安心して安全に利用できるように支援し

ていく。 

居宅介護支援事業 介護保険サービスや行政機関、医療機関等やインフォーマルな

社会資源を総合的かつ効果的にケアマネジメントしていく事

で、利用者が住み慣れた居宅において安全でかつ自立した生活

を送ることができるよう支援していく。 

６ 収支計画                            (単位：千円) 

項 目 
金額（消費税及び地方消費税を含む。) 

２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 合 計 

 収  入 ４７６，９７６ ４７６，９７６ ４７６，９７６ ４７６，９７６ ４７６，９７６ ２，３８４，８８０ 

 指定管理料 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

 利 用 料 金 ４７５，７９４ ４７５，７９４ ４７５，７９４ ４７５，７９４ ４７５，７９４ ２，３７８，９７０ 

 その他の収入 １，１８２ １，１８２ １，１８２ １，１８２ １，１８２ ５，９１０ 

支  出 ４６４，４５２ ４６８，９１４ ４７１，２４０ ４６９，５３２ ４７０，８７４ ２，３４５，０１２ 
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別紙 

川崎市特別養護老人ホームひらまの里の指定管理予定者の選定結果について 

１ 応募状況 

応募団体：１団体（社会福祉法人川崎市社会福祉事業団） 

２ 指定管理者選定評価委員会委員 

峯尾 武巳（神奈川県立保健福祉大学教授） 

中山 珠美（川崎大師訪問看護ステーション所長） 

新井  努（公認会計士） 

鈴木 恵子（ボランティアグループすずの会代表） 

堀越 ひろみ（公益社団法人認知症の人と家族の会神奈川県支部世話人） 

３ 選定理由 

当法人の提案は、条例及び条例施行規則に定められた管理の基準を満たすものとなっ

ている。また、応募書類、プレゼンテーションを通じて、主に次に掲げる点が高い評価

を得て、指定管理予定者として選定された。 

・ 介護保険に関する事業のほか、保育、地域の子育て支援、障害児など、当該施設の

管理を行うにふさわしい豊富な事業実績を有していること。 

・ 法人の基本理念として、「充実したサービスの提供」、「地域に根差した施設運営」、

「職員の資質能力の向上」、「法人の経営基盤の整備」の４つを掲げており、当該施設

の管理、運営を行うにふさわしいこと。 

・ 財務状況の健全性。 

・ 当該施設の指定管理者として、２期１０年にわたり優れた実績を有していること。 

４ 審査結果（※基準点４５０点以上） 

選定基準 配点 
指定管理 

予定者 

①施設の設置目的の達成及びサービスの向上 ２５０点 １８８点

②施設機能の発揮と管理経費の縮減 ２５０点 １７５点

③事業の安定性及び継続性の確保への取組 １００点 ７５点

④応募団体自身に関する項目 ７５点 ５８点

⑤応募団体の取組に関する事項 ７５点 ５３点

実績評価点（標準を０点として、加減点） １８．７５点

合  計 ７５０点 ５６７．７５点

５ 提案額 

０円（利用料金で運営） 
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議案第２０６号参考資料 

１ 管理を行わせる公の施設の概要 

(1) 名称 川崎市特別養護老人ホーム陽だまりの園 

(2) 所在地 川崎市高津区諏訪２丁目１０番１５号 

(3) 設置条例 川崎市特別養護老人ホーム及び養護老人ホーム条例 

(4) 設置目的 老人福祉法第２０条の５に基づき、身体上又は精神上著しい障害

があるために、常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれ

を受けることが困難な措置に係る者や、その他の政令で定める者

等を入所させ、養護することを目的とする。 

(5) 施設の事業内容 ①特別養護老人ホーム事業、②老人デイサービスセンターの業

務、③老人短期入所の業務、④居宅介護支援の業務、⑤施設等の

維持、管理に関する業務、⑥自動販売機の設置、管理に関する業

務、⑦その他、施設の管理、運営に必要と認められる業務 

(6) 現在の管理者 社会福祉法人照陽会 

(7) 現在の管理運営費 ０円（利用料金で運営） 

２ 指定管理者となる団体の概要 

名   称 社会福祉法人照陽会 

所 在 地 川崎市多摩区栗谷２丁目１６番６号 

代 表 者 名 理事長 高橋 照比古 

設 立 年 月 昭和５９年２月 

基 本 財 産 

又は資本の額

資産総額 ２３億９，５００万８１０円 

職 員 数 

又は従業員数

理事６名、監事２名、職員２０７名 

設 立 目 的 多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよ

う創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立し

た生活を地域社会において営むことができるよう支援することを目的とす

る｡ 

事 業 概 要 

（２７年度）
(1) 第１種社会福祉事業 

ア 特別養護老人ホームの経営 

(2) 第２種社会福祉事業 

ア 老人短期入所事業 

イ 老人短期入所予防事業 

ウ 老人介護支援センター事業 

エ 老人デイサービス事業 

オ 生活困難者に対する相談支援事業 

決   算 

（２６年度）

(1) 事業活動による収支 

事業活動収入計     １，３０９，２９４，３４０円 

事業活動支出計     １，２５７，２０８，９６２円 
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事業活動資金収支差額     ５２，０８５，３７８円・・・① 

(2) 施設整備等による収支 

施設整備等収入計                ０円 

施設整備等支出計        ８，０１８，７０２円 

施設整備等資金収支差額    △８，０１８，７０２円・・・② 

(3) その他の活動による収支 

その他の活動収入計     ２２２，７８６，０００円 

その他の活動支出計     ２８３，４３６，０００円 

その他の活動資金収支差額  △６０，６５０，０００円・・・③ 

(4) 予備費支出                   ０円・・・④ 

(5) 当期資金収支差額合計    △１６，５８３，３２４円・・・⑤ 

（①＋②＋③－④） 

(6) 前期末支払資金残高   １，０７５，４２２，４４４円・・・⑥ 

(7) 当期末支払資金残高   １，０５８，８３９，１２０円 

（⑤＋⑥） 

３ 指定期間 

平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日まで 

４ 選定結果 

別紙のとおり 

５ 事業計画 

項  目 事業内容 

特別養護老人ホーム事業 入居者の尊厳を守り、いかなる場合も身体拘束をしないケアを

実践する。向上することを念頭に取組み、残存機能を活用した

ケア、心身機能の維持向上を目指したサービス提供を心がけ、

「遊び」ができる生活、自由・気侭・勝手に生活できる、個が

認識された自立のできるケアを目指す。 

通所介護事業 四季を感じて頂ける“いわれ”に基づいた行事や創作活動を通

じて利用者の生活意欲が向上するような介護計画を作成・実施

し、サービス提供中は各職員が共通認識のうえ介護に取り組

む。 

短期入所事業 リスクばかりに目を向けるのではなく、“だからこそショート

ステイを利用する”存在となるべく滞在型サービスの利点であ

る心身の状態分析を共有し、在宅生活につなげる。 

居宅介護支援事業 利用者の心身の状態や生活状況の把握につとめ、いつまでも住

み慣れた居宅で日常生活を過ごすことを念頭に多彩なサービ

スを選択できるよう助言・援助をし、ケアプランの作成を行う。

常に変化する介護保険制度に対して、専門職としての重要性を

念頭に知識・技術の向上を図り、利用者の意見及び人格を尊重

しながら常に公正中立に事業を行う。 
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６ 収支計画                            (単位：千円) 

項 目 
金額（消費税及び地方消費税を含む。) 

２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 合 計 

 収  入 ３０５，３９１ ３０５，１６６ ３０６，３１２ ３０６，８６０ ３０８，９２２ １，５３２，６５１ 

 指定管理料 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

 利 用 料 金 ２７６，７３６ ２７７，０１０ ２７７，６４５ ２７８，５９３ ２８０，５５５ １，３９０，５３９ 

 その他の収入 ２８，６５５ ２８，１５６ ２８，６６７ ２８，２６７ ２８，３６７ １４２，１１２ 

支  出 ３０５，３９１ ３０５，１６６ ３０６，３１２ ３０６，８６０ ３０８，９２２ １，５３２，６５１ 
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別紙 

川崎市特別養護老人ホーム陽だまりの園定管理予定者の選定結果について 

１ 応募状況 

応募団体：２団体（社会福祉法人照陽会、社会福祉法人水澄み会） 

２ 指定管理者選定評価委員会委員 

峯尾 武巳（神奈川県立保健福祉大学教授） 

中山 珠美（川崎大師訪問看護ステーション所長） 

新井  努（公認会計士） 

鈴木 恵子（ボランティアグループすずの会代表） 

堀越 ひろみ（公益社団法人認知症の人と家族の会神奈川県支部世話人） 

３ 選定理由 

当法人は、「施設機能の発揮と管理経費の縮減」、「応募者団体自身に関する項目」等の

評価項目において他の応募法人より高い評価を得て、指定管理予定者として選定された。

なお、選定に当たり評価した主な点は、次のとおり。 

・ 施設長（予定者）の社会福祉事業に携わる経験が、他の応募法人より豊富であるこ

と。 

・ 平成２８年度から３２年度までの「事業計画および処遇計画」（３０ページ余）を策

定し、当該年度の重点目標や処遇における各係の目標と計画などが詳細に提案されて

いること。 

・ 財政基盤の安定性が、他の応募法人より高かったこと。 

・ 当該施設の指定管理者として、２期１０年にわたり優れた実績を有していること。 

４ 審査結果（※基準点４５０点以上） 

選定基準 配点 
指定管理 

予定者 

(福)水澄

み会 

①施設の設置目的の達成及びサービスの向上 ２５０点 １７１点 １７１点

②施設機能の発揮と管理経費の縮減 ２５０点 １６４点 １５１点

③事業の安定性及び継続性の確保への取組 １００点 ７１点 ６８点

④応募団体自身に関する項目 ７５点 ５４点 ４８点

⑤応募団体の取組に関する事項 ７５点 ４７点 ４４点

実績評価点（標準を０点として、加減点） １８．７５点 ― 点

合  計 ７５０点 ５２５．７５点 ４８２点

５ 提案額 

０円（利用料金で運営） 
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議案第２０６号参考資料 

１ 管理を行わせる公の施設の概要 

(1) 名称 川崎市特別養護老人ホーム多摩川の里 

(2) 所在地 川崎市多摩区中野島６丁目１３番５号 

(3) 設置条例 川崎市特別養護老人ホーム及び養護老人ホーム条例 

(4) 設置目的 老人福祉法第２０条の５に基づき、身体上又は精神上著しい障害

があるために、常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれ

を受けることが困難な措置に係る者や、その他の政令で定める者

等を入所させ、養護することを目的とする。 

(5) 施設の事業内容 ①特別養護老人ホーム事業、②老人デイサービスセンターの業

務、③老人短期入所の業務、④居宅介護支援の業務、⑤施設等の

維持、管理に関する業務、⑥自動販売機の設置、管理に関する業

務、⑦その他、施設の管理、運営に必要と認められる業務 

(6) 現在の管理者 社会福祉法人川崎市社会福祉事業団 

(7) 現在の管理運営費 ０円（利用料金で運営） 

２ 指定管理者となる団体の概要 

名   称 社会福祉法人川崎市社会福祉事業団 

所 在 地 川崎市高津区久地３丁目１３番１号 

代 表 者 名 理事長 長谷川 忠司 

設 立 年 月 昭和６１年２月 

基 本 財 産 

又は資本の額

資産総額 ６６億６，００２万円１，９４２円 

職 員 数 

又は従業員数

理事８名、監事２名、職員５５２名 

設 立 目 的 多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよ

う創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、心身と

もに健やかに育成され、又はその有する能力に応じ自立した生活を地域社

会において営むことができるよう支援することを目的とする｡ 

事 業 概 要 

（２７年度）
(1) 第１種社会福祉事業 

ア 障害者支援施設の経営 

イ 特別養護老人ホームの経営 

(2) 第２種社会福祉事業 

ア 身体障害者福祉センターの経営 

イ 障害福祉サービス事業の経営 

ウ 地域活動支援センターの経営 

エ 一般相談支援事業・特定相談支援事業・障害児相談支援事業の経営 

オ 老人福祉センターの経営 

カ 老人短期入所事業の経営 

キ 老人デイサービス事業の経営 
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ク 老人介護支援センターの経営 

ケ 認知症対応型老人共同生活援助事業の経営 

コ 保育所の経営 

サ 児童厚生施設（児童館）の経営 

シ 放課後児童健全育成事業の経営 

ス 地域子育て支援拠点事業の経営 

セ 障害児通所支援事業の経営 

決   算 

（２６年度）

(1) 事業活動による収支 

事業活動収入計     ６，１２４，０３４，８５４円 

事業活動支出計     ５，４６５，５１４，３７３円 

事業活動資金収支差額    ６５８，５２０，４８１円・・・① 

(2) 施設整備等による収支 

施設整備等収入計      ２８０，９３２，５４８円 

施設整備等支出計      ４５１，０３７，６１０円 

施設整備等資金収支差額  △１７０，１０５，０６２円・・・② 

(3) その他の活動による収支 

その他の活動収入計      ８５，７３７，１６６円 

その他の活動支出計     ２７４，１１８，６８５円 

その他の活動資金収支差額 △１８８，３８１，５１９円・・・③ 

(4) 予備費支出                   ０円・・・④ 

(5) 当期資金収支差額合計    ３００，０３３，９００円・・・⑤ 

（①＋②＋③－④） 

(6) 前期末支払資金残高   ２，２９１，７１８，０９０円・・・⑥ 

(7) 当期末支払資金残高   ２，５９１，７５１，９９０円 

（⑤＋⑥） 

３ 指定期間 

平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日まで 

４ 選定結果 

別紙のとおり 

５ 事業計画 

項  目 事業内容 

特別養護老人ホーム事業 在宅生活を継続できなくなった方々が、いつまでもその人らし

い生活が送れるよう、生活の場を提供し、尊厳と個性、自立を

尊重した支援を行う。地域のボランティアや子供たちとのふれ

あいの機会も多く持ち、日々の生活を過ごして頂くと共に、人

生の最期まで家族と共にしっかり支援できるよう、多職種が協

働して看取り看護の充実を図る。 

通所介護事業 居宅サービス計画に沿って、利用者の心身の状況、希望、環境

等を勘案し、的確なニーズ把握に基づく通所介護計画を作成

し、家族や家庭の状況にも対応したきめ細かいサービスを提供

する。 
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短期入所事業 在宅で生活する高齢者が、可能な限り住み慣れた地域で生活が

できるよう、日常生活動作や諸機能が維持できるよう支援する

と共に、職員、他利用者とのふれあいを通じて、活気があり、

笑い声が絶えない時間、生きがいを感じられるような余暇活動

を提供する。また、咀しゃく嚥下機能に応じた食事を提供し、

食べることの楽しみを感じてもらえるよう支援する。 

居宅介護支援事業 支援にあたっては、利用者の意思及び人権を尊重し、常に利用

者の立場に立って、公正中立なマネジメントを行うと共に行政

機関、地域の保健、医療、福祉サービスとの綿密な連携を図り、

総合的なサービス提供に努める。 

６ 収支計画                            (単位：千円) 

項 目 
金額（消費税及び地方消費税を含む。) 

２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 合 計 

 収  入 ４８０，６４１ ４８０，６４１ ４８０，６４１ ４８０，６４１ ４８０，６４１ ２，４０３，２０５ 

 指定管理料 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

 利 用 料 金 ４７９，８４７ ４７９，８４７ ４７９，８４７ ４７９，８４７ ４７９，８４７ ２，３９９，２３５ 

 その他の収入 ７９４ ７９４ ７９４ ７９４ ７９４ ３，９７０ 

支  出 ４６４，０５９ ４６６，９３３ ４６９，６８５ ４７１，５４６ ４７２，９２０ ２，３４５，１４３ 
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別紙 

川崎市特別養護老人ホーム多摩川の里の指定管理予定者の選定結果について 

１ 応募状況 

応募団体：２団体（社会福祉法人川崎市社会福祉事業団、社会福祉法人日翔会） 

２ 指定管理者選定評価委員会委員 

峯尾 武巳（神奈川県立保健福祉大学教授） 

中山 珠美（川崎大師訪問看護ステーション所長） 

新井  努（公認会計士） 

鈴木 恵子（ボランティアグループすずの会代表） 

堀越 ひろみ（公益社団法人認知症の人と家族の会神奈川県支部世話人） 

３ 選定理由 

当法人は、「施設の設置目的の達成及びサービスの向上」、「施設機能の発揮と管理経費

の縮減」等の評価項目において他の応募法人より高い評価を得て、指定管理予定者とし

て選定された。なお、選定に当たり評価した主な点は、次のとおり。 

・ 年間約１，６００人のボランティアを受け入れているほか、定期的に交流会を開催

し、ボランティアグループが長くかかわることができるような工夫を行っていること。 

・ 介護保険に関する事業のほか、保育、地域の子育て支援、障害児など、当該施設の

管理を行うにふさわしい豊富な事業実績を有していること。 

・ 施設長（予定者）の社会福祉事業に携わる経験が、他の応募法人より豊富であるこ

と。 

・ 財務状況の健全性が、他の応募法人より高かったこと。 

４ 審査結果（※基準点４５０点以上） 

選定基準 配点 
指定管理 

予定者 
(福)日翔会

①施設の設置目的の達成及びサービスの向上 ２５０点 １９１点 １６６点

②施設機能の発揮と管理経費の縮減 ２５０点 １８４点 １６６点

③事業の安定性及び継続性の確保への取組 １００点 ８０点 ６９点

④応募団体自身に関する項目 ７５点 ５９点 ５１点

⑤応募団体の取組に関する事項 ７５点 ５２点 ５０点

実績評価点（標準を０点として、加減点） １８．７５点 ― 点

合  計 ７５０点 ５８４．７５点 ５０２点

５ 提案額 

０円（利用料金で運営） 
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議案第２０６号参考資料 

１ 管理を行わせる公の施設の概要 

(1) 名称 川崎市特別養護老人ホームしゅくがわら 

(2) 所在地 川崎市多摩区宿河原６丁目２０番１９号 

(3) 設置条例 川崎市特別養護老人ホーム及び養護老人ホーム条例 

(4) 設置目的 老人福祉法第２０条の５に基づき、身体上又は精神上著しい障害

があるために、常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれ

を受けることが困難な措置に係る者や、その他の政令で定める者

等を入所させ、養護することを目的とする。 

(5) 施設の事業内容 ①特別養護老人ホーム事業、②老人デイサービスセンターの業

務、③老人短期入所の業務、④居宅介護支援の業務、⑤施設等の

維持、管理に関する業務、⑥自動販売機の設置、管理に関する業

務、⑦その他、施設の管理、運営に必要と認められる業務 

(6) 現在の管理者 社会福祉法人鈴保福祉会 

(7) 現在の管理運営費 ０円（利用料金で運営） 

２ 指定管理者となる団体の概要 

名   称 社会福祉法人鈴保福祉会 

所 在 地 川崎市麻生区上麻生５丁目１９番１０号 

代 表 者 名 理事長 鈴木 錠 

設 立 年 月 昭和４１年６月 

基 本 財 産 

又は資本の額

資産総額 ３１億８，７５２万８，０７４円 

職 員 数 

又は従業員数

理事６名、監事２名、職員１７９名 

設 立 目 的 多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよ

う創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、心身と

もに健やかに育成され、又はその有する能力に応じ自立した日常生活を地

域社会において営むことができるよう支援することを目的とする。 

事 業 概 要 

（２７年度）
(1) 第１種社会福祉事業 

ア 特別養護老人ホームの設置運営 

(2) 第２種社会福祉事業 

ア 保育所の設置経営 

イ 老人デイサービス事業 

ウ 老人短期入所事業 

決   算 

（２６年度）

(1) 事業活動による収支 

事業活動収入計       ９７７，２４０，５１２円 

事業活動支出計       ９５９，１９１，５１６円 

事業活動資金収支差額     １８，０４８，９９６円・・・① 

(2) 施設整備等による収支 
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施設整備等収入計                ０円 

施設整備等支出計       ２２，３７８，０３７円 

施設整備等資金収支差額   △２２，３７８，０３７円・・・② 

(3) その他の活動による収支 

その他の活動収入計      １０，４６５，７６０円 

その他の活動支出計      １３，９８４，０００円 

その他の活動資金収支差額   △３，５１８，２４０円・・・③ 

(4) 予備費支出                   ０円・・・④ 

(5) 当期資金収支差額合計     △７，８４７，２８１円・・・⑤ 

（①＋②＋③－④） 

(6) 前期末支払資金残高   １，０７８，４３３，６９７円・・・⑥ 

(7) 当期末支払資金残高   １，０７０，５８６，４１６円 

（⑤＋⑥） 

３ 指定期間 

平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日まで 

４ 選定結果 

別紙のとおり 

５ 事業計画 

項  目 事業内容 

特別養護老人ホーム事業 利用者の生活の質の向上及び尊厳ある生活の保持を高く掲げ、

事故防止及びウィルス等の感染予防に努め、医療機関との連携

を図り、利用者が安心して快適な生活が送れるよう施設におけ

る環境整備に努める。 

通所介護事業 利用者が可能な限り居宅において、健やかで安心した日常生活

を送ることができるよう、利用者個々の心身の状況に応じたケ

アプランに基づき、必要な日常生活の支援や介護予防メニュー

の充実に努め、良質なサービスを提供する。川崎市が進める地

域包括ケアシステムの一翼を担うため、関係機関との連携を強

化していく。 

短期入所事業 利用者並びに家族の意向を尊重し、利用者の立場に立つ利用者

本位の視点から、自立支援、心身機能の維持、社会的孤立の解

消並びに家族の在宅介護における負担軽減を図りながら、安心

して過ごしていただけるサービスの提供に努めていく。 

居宅介護支援事業 地域の要介護状態にある高齢者及び家族に対し、住み慣れた自

宅において自立した在宅生活が送れるよう、医療、社会福祉等

の関係機関との連携を図ると共に、利用者の選択に基づき公正

中立な立場で多様な社会資源を総合的に提供できるよう努め

る。また、定期的に自宅を訪問し、利用者及び家族と面談して、

身体状況、介護状況、サービス利用状況等のモニタリングを行

い、サービス等の適正化に努める。 
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６ 収支計画                            (単位：千円) 

項 目 
金額（消費税及び地方消費税を含む。) 

２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 合 計 

 収  入 ３４０，２４７ ３４０，２４７ ３４０，２４７ ３４０，２４７ ３４０，２４７ １，７０１，２３５ 

 指定管理料 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

 利 用 料 金 ３３７，２４７ ３３７，２４７ ３３７，２４７ ３３７，２４７ ３３７，２４７ １，６８６，２３５ 

 その他の収入 ３，０００ ３，０００ ３，０００ ３，０００ ３，０００ １５，０００ 

支  出 ３２４，９１６ ３２６，７９４ ３２８，６８４ ３３０，５６１ ３３２，４５０ １，６４３，４０５ 
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別紙 

川崎市特別養護老人ホームしゅくがわらの指定管理予定者の選定結果について 

１ 応募状況 

応募団体：１団体（社会福祉法人鈴保福祉会） 

２ 指定管理者選定評価委員会委員 

峯尾 武巳（神奈川県立保健福祉大学教授） 

中山 珠美（川崎大師訪問看護ステーション所長） 

新井  努（公認会計士） 

鈴木 恵子（ボランティアグループすずの会代表） 

堀越 ひろみ（公益社団法人認知症の人と家族の会神奈川県支部世話人） 

３ 選定理由 

当法人の提案は、条例及び条例施行規則に定められた管理の基準を満たすものとなっ

ている。また、応募書類、プレゼンテーションを通じて、主に次に掲げる点が高い評価

を得て、指定管理予定者として選定された。 

・ 支援を必要とする地域住民の方々に、分け隔てなく援助の手をさし伸べ心豊かな人

生を送るために手伝うとする法人の施設経営理念が、当該施設の管理、運営を行うに

ふさわしいものであること。 

・ 多職種で構成する研修委員会の設置や職員に対する資格取得支援のほか、定期的に

外部のスーパーバイザーを招くなど、職員の資質向上に向けた具体的な提案となって

いること。 

・ 財務状況の健全性が、非常に良好であること。 

・ 当該施設の指定管理者として、２期１０年にわたり優れた実績を有していること。 

４ 審査結果（※基準点４５０点以上） 

選定基準 配点 
指定管理 

予定者 

①施設の設置目的の達成及びサービスの向上 ２５０点 １９３点

②施設機能の発揮と管理経費の縮減 ２５０点 １７４点

③事業の安定性及び継続性の確保への取組 １００点 ６９点

④応募団体自身に関する項目 ７５点 ５３点

⑤応募団体の取組に関する事項 ７５点 ５１点

実績評価点（標準を０点として、加減点） １８．７５点

合  計 ７５０点 ５５８．７５点

５ 提案額 

０円（利用料金で運営） 
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議案第２０６号参考資料 

１ 管理を行わせる公の施設の概要 

(1) 名称 川崎市恵楽園 

(2) 所在地 川崎市高津区下作延２丁目２６番１号 

(3) 設置条例 川崎市特別養護老人ホーム及び養護老人ホーム条例 

(4) 設置目的 老人福祉法第１１条第１項第１号の措置に係る者の入所及び養

護等を行い、もって福祉の向上を図ることを目的とする。 

(5) 施設の事業内容 ①養護老人ホーム事業、②老人デイサービスセンターの業務、③

入所生活給付金の支給事務に関する業務、④施設等の維持、管理

に関する業務、⑤自動販売機の設置、管理に関する業務、⑥公衆

電話の設置、管理に関する業務、⑦その他、施設の管理、運営に

必要と認められる業務 

(6) 現在の管理者 社会福祉法人川崎聖風福祉会 

(7) 現在の管理運営費 ２３９，９６９，０００円（平成２７年度予算） 

２ 指定管理者となる団体の概要 

名   称 社会福祉法人川崎聖風福祉会 

所 在 地 川崎市川崎区池上新町３丁目１番地８ 

代 表 者 名 理事長 磯上 充 

設 立 年 月 昭和４３年８月 

基 本 財 産 

又は資本の額

資産総額 １３億７，９７３万３，０９７円 

職 員 数 

又は従業員数

理事６名、監事２名、職員１９５名 

設 立 目 的 多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよ

う創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立し

た生活を地域社会において営むことができるよう支援することを目的とす

る。 

事 業 概 要 

（２７年度）
(1) 第１種社会福祉事業 

ア 救護施設 

イ 養護老人ホーム 

(2) 第２種社会福祉事業 

ア 障害者福祉サービス事業 

イ 相談支援事業 

ウ 地域活動支援センター 

エ 居宅サービス事業・介護予防サービス事業 

オ 居宅介護支援事業 

決   算 

（２６年度）

(1) 事業活動による収支 

事業活動収入計     １，２９４，３３７，８９３円 

事業活動支出計     １，２７９，３４８，０７９円 
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事業活動資金収支差額     １４，９８９，８１４円・・・① 

(2) 施設整備等による収支 

施設整備等収入計       １４，８３３，０００円 

施設整備等支出計       ２４，７５６，０７６円 

施設整備等資金収支差額    △９，９２３，０７６円・・・② 

(3) その他の活動による収支 

その他の活動収入計      １６，８７６，６５０円 

その他の活動支出計      １０，８９６，１８９円 

その他の活動資金収支差額    ５，９８０，４６１円・・・③ 

(4) 予備費支出                   ０円・・・④ 

(5) 当期資金収支差額合計     １１，０４７，１９９円・・・⑤ 

（①＋②＋③－④） 

(6) 前期末支払資金残高     ３２２，００９，９０５円・・・⑥ 

(7) 当期末支払資金残高     ３３３，０５７，１０４円 

（⑤＋⑥） 

３ 指定期間 

平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日まで 

４ 選定結果 

別紙のとおり 

５ 事業計画 

項  目 事業内容 

養護老人ホーム事業 入口支援：多様な生活課題を抱える高齢者に対し、法人内の各施

設と連携を図り、当園への転居支援を行う。虐待等の緊急ケース

に対しては、シェルター的な役割を果たすことを目指し、短期的

利用等についても柔軟に対応する。 

施設機能：より効果的な要介護者の支援促進のため、園外のデイ

サービスを活用し、地域全体としての高齢者支援を提供する。 

出口支援：地域移行にあたっては、不動産会社、介護保険サービ

ス事業所、地域包括支援センター等の法人外関係者との協力のも

と支援を行い、利用者が地域に戻った後も、電話や施設での面接

等による相談体制を確保し、伴走型支援体制の構築・実施をする。

通所介護事業 高齢者の社会参加の一つと位置づけ、利用者・家族の希望に沿っ

たサービスを提供する他、ボランティア等を積極的に受け入れ、

地域との結びつきの強化に貢献する。また、園内外で連携会議を

設け、質の高いサービス提供を通じ、利用者・家族の満足度向上

に努める。 

居宅介護支援事業 利用者の自立した生活を援助する他、福祉、保健、医療サービス

及びボランティア等のインフォーマルサービスを総合的かつ効

率的に利用できるよう支援すると同時に、自助努力支援を行う。

管理者が職員を指導監督し、ケアプラン確認マニュアル川崎版を

利用したケアマネジメント点検の指導助言を実施する。 
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６ 収支計画                            (単位：千円) 

項 目 
金額（消費税及び地方消費税を含む。) 

２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 合 計 

 収  入 ３４５，９３９ ３４５，９４３ ３４８，００６ ３４８，００７ ３４８，００６ １，７３５，９０１ 

 措 置 費 ２８９，０１３ ２８９，０１３ ２９０，８７２ ２９０，８７２ ２９０，８７２ １，４５０，６４２ 

 利 用 料 金 ５５，８５８ ５５，８５８ ５６，００２ ５６，００２ ５６，００２ ２７９，７２２ 

 その他の収入 １，０６８ １，０７２ １，１３２ １，１３３ １，１３２ ５，５３７ 

支  出 ３４５，９３９ ３４５，９４３ ３４８，００６ ３４８，００７ ３４８，００６ １，７３５，９０１ 
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別紙 

川崎市恵楽園の指定管理予定者の選定結果について 

１ 応募状況 

応募団体：１団体（社会福祉法人川崎聖風福祉会） 

２ 指定管理者選定評価委員会委員 

峯尾 武巳（神奈川県立保健福祉大学教授） 

中山 珠美（川崎大師訪問看護ステーション所長） 

新井  努（公認会計士） 

鈴木 恵子（ボランティアグループすずの会代表） 

堀越 ひろみ（公益社団法人認知症の人と家族の会神奈川県支部世話人） 

３ 選定理由 

当法人の提案は、条例及び条例施行規則に定められた管理の基準を満たすものとなっ

ている。また、応募書類、プレゼンテーションを通じて、主に次に掲げる点が高い評価

を得て、指定管理予定者として選定された。 

・ 平成２８年度から３２年度までの事業戦略において、事業の目的や運営方針、施設

の管理方針等が体系的かつ分かりやすくまとめられている。それらが入所者のニーズ

や状況の分析等を踏まえているため、高い説得力を持つものであること。 

・ 財政基盤の安定性。 

・ 介護保険に関する事業のほか、生活保護法に基づく救護施設、障害者総合支援法に

基づく障害者福祉サービス事業や相談支援事業など、当該施設の管理を行うにふさわ

しい豊富な事業実績を有していること。 

・ 当該施設の指定管理者として、２期１０年にわたり優れた実績を有していること。 

４ 審査結果（※基準点４５０点以上） 

選定基準 配点 
指定管理 

予定者 

①施設の設置目的の達成及びサービスの向上 ２５０点 １６７点

②施設機能の発揮と管理経費の縮減 ２５０点 １５４点

③事業の安定性及び継続性の確保への取組 １００点 ７０点

④応募団体自身に関する項目 ７５点 ５５点

⑤応募団体の取組に関する事項 ７５点 ４５点

実績評価点（標準を０点として、加減点） １８．７５点

合  計 ７５０点 ５０９．７５点

５ 提案額 

０円（措置費及び利用料金で運営。措置費については別途予算措置） 
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議案第２０７号参考資料 

１ 管理を行わせる公の施設の概要 

(1) 名称 川崎市わーくす大師 

(2) 所在地 川崎市川崎区東門前１丁目１１番６号 

(3) 設置条例 川崎市障害者就労支援施設条例 

(4) 設置目的 障害者に対し知識能力の向上のために必要な訓練等の便宜を供与

するとともに、障害者に対する就労の機会の提供等を行い、もって

障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。 

(5) 施設の事業内容 ①就労移行支援 ②就労継続支援Ｂ型 ③特定相談支援 ④施設の

維持管理 ⑤その他施設の設置目的を達成するために必要な業務

(6) 現在の管理者 社会福祉法人電機神奈川福祉センター 

(7) 現在の管理運営費 ０円

２ 指定管理者となる団体の概要 

名   称 社会福祉法人電機神奈川福祉センター

所 在 地 横浜市磯子区新杉田町８番地の７

代 表 者 名 理事長 石原 康則

設 立 年 月 平成 7年３月
基 本 財 産 

又は資本の額 
資産総額 ７億４，０５４万６，７６２円 

職 員 数 

又は従業員数 
理事１２名、監事２名、職員６１名 

設 立 目 的 多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創

意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を

地域社会において営むことができるよう支援することを目的とする。 

事 業 概 要 
（平成２６年度） 

(1) 第二種社会福祉事業
ア 老人デイサービス事業の経営

イ 老人介護支援センターの経営

ウ 障害福祉サービス事業の経営

エ 相談支援事業の経営

(2) 公益を目的とする事業
ア 障害者の就業・生活支援を目的とする事業

イ 居宅介護支援事業

ウ 地域包括支援センター事業

エ 地域ケアプラザにおける地域活動・交流の事業 

決   算 
（平成２６年度） 

①就労支援事業活動による収支 

 就労支援事業活動収入計    ４６，００９，８７８円 

 就労支援事業活動支出計    ４０，３９３，７１６円 

 就労支援事業活動資金収支差額  ５，６１６，１６２円・・・（１） 

②福祉事業活動による収支 

 福祉事業活動収入計     ６０６，６９８，３７０円 

 福祉事業活動支出計     ６０８，６２０，２８０円 

 福祉事業活動資金収支差額   △１，９２１，９１０円・・・（２） 

③事業活動外の収支 

事業活動外収入計       ９４，２２１，３７５円 

事業活動外支出計       ９４，１０１，１０８円 
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事業活動外資金収支差額       １２０，２６７円・・・（３） 

④特別収支 

 特別収入計           ４，８７５，０００円 

 特別支出計           ５，０２５，６８０円 

 特別資金収支差額         △１５０，６８０円・・・（４） 

⑤当期資金収支差額        ３，６６３，８３９円・・・（５） 

（（１）＋（２）＋（３）＋（４）） 

⑥その他の積立金取崩額      １，６２５，７３６円・・・（６） 

 その他の積立金組入額      ２，０００，０００円・・・（７） 

⑦前期末支払資金残高     ５０４，３５７，７２３円・・・（８） 

⑧当期末支払資金残高     ５０７，６４７，２９８円 

（（５）＋（６）－（７）＋（８）） 

３ 指定期間 

平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日まで 

４ 選定結果 

別紙のとおり 

５ 事業計画 

項  目 事業内容 

障害者支援に対する考え

方、方向性、取組 

(1)就労移行支援では、就労できるように支援し、就労後は就労を

継続できるように支援する。 

(2)就労継続支援Ｂ型では、高い工賃を支払い、日々の生活リズム

の構築と維持のための作業室を提供する。 

施設運営計画（提供するサ

ービスの考え方、日課等） 

施設利用のための実習、個別支援計画書の作成と契約、作業室の

運営、就労支援及び生活支援 

他機関等との連携について

の考え方 

・就労支援の取組みの一環として、ハローワーク、企業との連携 

・作業室の活用へ向けて、他の事業所、特別支援学校との連携 

・利用者の生活支援のため、家庭や他機関との連携 

課題の把握及び重点的な取

組についての考え方 

就労後、企業訪問、本人面談及び家庭からの聞き取りにより課題

を把握する。 

その他の事業提案 (1) 障害者雇用・就労推進課に障害者雇用促進に向けた提案並び

に協力 

(2)地域の就職困難者への就労支援 

６ 収支計画                               (単位：千円)

項 目 
金額（消費税及び地方消費税を含む。) 

２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 合 計 

 収  入 114,656 111,917 112,008 112,494 111,478 562,552

 指定管理料 0 0 0 0 0 0

 利 用 料 金 113,697 110,987 111,077 111,559 110,551 557,872

 その他の収入 958 930 931 934 927 4,680

支  出 107,109 110,127 110,536 112,559 112,884 553,216

※千円未満切捨 
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別紙 

川崎市わーくす大師の指定管理者の選定結果について 

１ 応募状況 

 応募団体：１団体 社会福祉法人電機神奈川福祉センター 

２ 指定管理者選定評価委員会委員 

【学識経験者】赤塚 光子（元立教大学コミュニティ福祉学部教授、川崎市地域自立支援協議会会長 ） 

【学識経験者】柳田 正明（山梨県立大学人間福祉学部教授） 

【専門的知識を有する者】芳垣 康彦（横浜市鶴見区精神障害者生活支援センター所長） 

【財務の専門家】鈴木 稔巳（公認会計士） 

【財務の専門家】岸  敦子（公認会計士） 

３ 選定理由 

現在も指定管理者として当該施設の管理運営を行っており、障害者に対し知識能力の向上の

ために必要な訓練等の便宜を供与するとともに、障害者に対する就労の機会の提供等を行い、

もって障害者の福祉の増進を図ることを当該施設の設置目的とする仕様書に沿った提案がな

されており、事業や収支の計画も妥当といえる。 

また、運営状況も良好であり、今までどおり安定した施設運営が見込まれることなどを評価

し、当該団体を選定した。 

（１）施設の設置目的の達成及びサービスの向上 

障害者の就労支援という当該施設の設置目的を十分に理解し、今までの運営実績を生かし

た、施設の管理運営に係る適切な基本方針や事業計画等について具体的な提案がなされてい

た。 

（２）施設機能の発揮と管理経費の縮減 

効率的な施設運営に対する考え方・方針が明確に示されており、事業計画と整合がとれた

収支計画となっている点などを評価した。 

（３）事業の安定性及び継続性の確保への取組 

提案された職員体制が充実している点のほか、職員の資質向上に向けた取組などを評価し

た。 

（４）応募団体自身に関する事項 

当該施設及び類似施設の運営実績が豊富であり、運営実績を踏まえた提案がなされ、安定

した施設の管理運営が見込まれることを評価した。 

（５）応募団体の取組に関する事項 

各種規程の整備、コンプライアンス遵守のための取組等を評価した。 

（６）その他の事項（地域における公益的な活動） 

地域の就労困難者への就労支援等の取組が提案されていたことを評価した。 
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４ 審査結果（※基準点６００点以上） 

選定基準 配点 
(福)電機神奈川福祉センタ

ー 

基
準
評
価
項
目

①施設の設置目的の達成及びサ

ービスの向上 
３５０点 ２５０点

②施設機能の発揮と管理経費の

縮減 
２７５点 １６５点

③事業の安定性及び継続性の確

保への取組 
２００点 １２７点

④応募団体自身に関する事項 
１００点 ６７点

⑤応募団体の取組に関する事項 
７５点 ４８点

基準評価 合計 １，０００点 ６５７点

加
算
評
価
項
目

その他の事項 

（地域における公益的な活動） 
５０点 ３６点

実績評価点 

（標準を０点として、加減点） 
２５点

総合計 １，０５０点 ７１８点

５ 提案額 

年   額   ０円 

指定期間計   ０円  

(利用料金収入により運営）
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